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平成２５年第１回南関町議会定例会（第１号） 

平成２５年３月８日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

開会宣告 

議事日程の報告 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

８番 山 口 純 子 君 

９番 橋 永 芳 政 君 

日程第２ 会期決定について 

日程第３ 諸般の報告について 

日程第４ 陳情の委員会付託等について 

日程第５ 議案第１号 南関町職員の再任用に関する条例の制定について 

日程第６ 議案第２号 南関町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第７ 議案第３号 南関町報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第８ 議案第４号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第９ 議案第５号 南関町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第10 議案第６号 南関町地域振興対策基金条例の制定について 

日程第11 議案第７号 南関町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

日程第12 議案第８号 南関町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の制定について 

日程第13 議案第９号 南関町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の制定について 

日程第14 議案第10号 南関町保育の実施に関する条例の制定について 

日程第15 議案第11号 南関町保育園医及び保育園歯科医設置条例の廃止について 

日程第16 議案第12号 南関町総合文化福祉センターの設置及び管理等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

日程第17 議案第13号 南関町地域生活支援事業利用料条例の一部を改正する条例

の制定について 
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日程第18 議案第14号 南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

日程第19 議案第15号 南関町宅地分譲条例の制定について 

日程第20 議案第16号 南関町宅地分譲事業特別会計条例の制定について 

日程第21 議案第17号 南関町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定につい

て 

日程第22 議案第18号 南関町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定に

ついて 

日程第23 議案第19号 南関町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基

準に関する条例の制定について 

日程第24 議案第20号 南関町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

日程第25 議案第21号 南関町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第26 議案第22号 南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第27 議案第23号 平成２４年度南関町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第28 議案第24号 平成２４年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第29 議案第25号 平成２４年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第30 議案第26号 平成２４年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）について 

日程第31 議案第27号 平成２４年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第32 議案第28号 平成２４年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第33 議案第29号 平成２４年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算

（第４号）について 

日程第34 議案第30号 平成２４年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第35 議案第31号 平成２５年度南関町一般会計予算について 

日程第36 議案第32号 平成２５年度南関町国民健康保険特別会計予算について 

日程第37 議案第33号 平成２５年度南関町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第38 議案第34号 平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計予算について 
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日程第39 議案第35号 平成２５年度南関町介護保険事業特別会計予算について 

日程第40 議案第36号 平成２５年度南関町介護サービス事業特別会計予算につい

て 

日程第41 議案第37号 平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予算につ

いて 

日程第42 議案第38号 平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第43 議案第39号 平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計予算について 

日程第44 議案第40号 町道の路線認定について 

日程第45 議案第41号 定住自立圏形成協定の締結について 

日程第46 議案第42号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の一部変更について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１１名） 

１番 井 下 忠 俊 君         ２番 境 田 敏 高 君 

３番 打 越 潤 一 君         ４番 鶴 地  仁  君 

５番 田 口  浩  君         ６番 島 﨑 英 樹 君 

８番 山 口 純 子 君         ９番 橋 永 芳 政 君 

10番 唐 杉 純 夫 君         11番 酒 見  喬  君 

12番 本 田 眞 二 君 

 

３．欠席議員なし 

   

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名（１２名） 

  町  長 上 田 数 吉 君  住 民 課 長 木 村 浩 二 君 

 副 町 長 本 山 一 男 君  福 祉 課 長 坂 井 智 德 君 

 教 育 長 大 里 耕 守 君  経 済 課 長 雪 野 栄 二 君 

 総 務 課 長 堀   賢 司 君  建 設 課 長 大 木 義 隆 君 

 会 計 管 理 者 北 原 耕 治 君  教 育 課 長 大 石 和 幸 君 

 まちづくり推進課長 佐 藤 安 彦 君  延 寿 荘 長 福 田 恵美子 君 

 

５．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

議会事務局長 松 本  寛  君  書  記 橋 本  恵  君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 起立、礼、おはようございます。お座りください。 

ただ今から平成２５年第１回南関町議会定例会を開会します。 

報告が１件あります。今度の月曜日、３月１１日をもちまして東日本大震災発生

から丸２年になります。そこで、お亡くなりになられた方のために黙祷を捧げたい

と思います。ご協力よろしくお願いします。 

それでは、これから本日の会議を開きます。 

議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（本田眞二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、８番議員、９番議員を

指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期決定について 

○議長（本田眞二君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。 

本定例会の会期については、本日から３月１５日までの８日間にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 異議なしと認めます。 

従って、本定例会の会期は本日から３月１５日までの８日間とすることに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告について 

○議長（本田眞二君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告の第１点は、熊本県町村議会議長会第６３回定期総会についてであります。

本総会は、去る２月１９日、熊本市自治会館で開催されました。総会では、東日本

大震災からの復興、大規模災害対策の確立、分権型社会の実現、町村財政の確立強

化、地方交付税総額の復元・増額を期するなど、１２項目を決議し、決議に基づく

２２項目の要望を決定し、総会宣言を採択しました。内容については、その写しを

お手元に配付し、要望内容の詳細資料を事務局に備え付けてありますので省略しま

す。 

報告の第２点は、例月出納検査等報告についてです。本件については、南関町監
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査委員に関する条例第１０条の規定によって、監査委員、井上康幸君、島﨑英樹君

より、平成２４年度１１月分、１２月分、平成２５年１月分の出納検査結果等につ

いて、平成２４年度第２回定期監査の結果についての報告がなされています。内容

については、その写しをお手元に配付していますので、これを省略します。 

報告の第３点は、委員会調査報告についてです。総務文教常任委員会委員長より、

調査報告書が提出されていますので、報告を求めます。 
総務文教常任委員会委員長、唐杉純夫君。 

○総務文教常任委員長（唐杉純夫君） 平成２５年２月２７日。 

南関町議会議長、本田眞二殿。 

総務文教常任委員会委員長、唐杉純夫。副委員長、鶴地仁。委員、島﨑英樹、委

員、境田敏高、委員、井下忠俊、委員、本田眞二。 

第４次行政改革（平成２３年～２７年）の進捗状況に対する調査報告書。 

平成１７年に南関町総合振興計画が策定され、第４次基本構想として平成１８年

度から２２年度までの前期５年間を第３次行政改革実施プログラムとして推進さ

れてきたところである。 

総務文教常任委員会では、平成２２年１０月から同２３年１１月までの間、第３

次行政改革の検証を行ってきたところであるが、行政改革推進の達成が不十分のま

ま、平成２３年度から２７年度までの後期５年間に持ち越された案件が多々認めら

れる状況であった。 

このことから、総務文教常任委員会では第３次行政改革の検証に引き続き、平成

２４年５月から平成２５年２月にかけて第４次行政改革の具体的推進策に基づき、

計画の進捗状況について検証を重ねてきた。 

この結果、おおむね達成された事項、現在進行中であり期間内の達成が期待でき

る事項、達成が疑問視される事項といった３点に分類したところである。ついては、

計画期間内に行政改革が達成されるよう、下記のとおり改革推進にあたっての意見

を述べ、総務文教常任委員会の調査報告書として提出するものである。 

記。第４次行政改革推進にあたっての意見。 

第４次行政改革推進にあたっては、以下の点について特に留意され取り組まれた

い。 

１つ、協働によるまちづくりの推進。 

（１）地域住民との協働の推進。 

・パブリックコメント制度の検証・拡充。 

パブリックコメントを行うにあたっては、広報紙への掲載など、広告が大切であ

る。そのことにより、広く住民に問題点をアピールすることができる。 
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・ワークショップ方式による地域づくりの推進。 

ワークショップ参加の資格、傍聴などの案内もすべきである。対象者の選定、内

容の紹介についてのフォローも必要であると考える。 

・職員のワークショップ運営方法の研鑽・推進。 

活用方法をどこにおいているか、また報告書はどうしているか。受講することが

目的ではなく、積極的な活用方策も考慮に入れ、研究発表会等を行うべきである。 

・アンケート調査。 

全町的に広く意見を求めるためにアンケート調査を取り入れるべきである。アン

ケート調査の実施にあたっては、結果誘導的な設問にならないよう、設問の事前検

証が十分になされること。また、重要度に応じて、設問に対する検討委員会の設置

が望ましい。なお、実施にあたっては、より多くの意見を求めるため、定期的に行

うこと。 

・地域づくりリーダーの育成・支援。 

具体的な予算、対象、方法について周知を図り、早急に取り組むべきである。 

・広報紙、ホームページの充実。 

ホームページは新規、更新情報の随時掲載、随時更新があり、他町にないほどの

充実振りである。一方で閲覧や操作法などの周知に努めるとともに、町民の何割程

度の方が利用されているか、アンケート調査も必要ではないか。 

２つ、情報化の推進と行政サービスの向上。 

（１）電子自治体の推進。 

・電子自治体の構築に向けた総合的な電子化推進。 

電子入札システムは、活用状況の調査と検証が必要である。併せてセキュリティ

対策の構築に努めるべきである。 

・町内の高速通信網の活用推進。 

光回線使用により加入率が上がっているが、どのように活用するか。更なる検討

として住民の安否、健康管理、安全の確保に役立つような推進が必要である。また、

スマートフォン等を利用した情報伝達の推進も検討すべきである。 

（２）住民サービスの向上。 

窓口サービスの見直しとして、窓口時間の延長、休日の日直業務といった努力が

認められるので、更なる充実と事務の迅速化を努められたい。 

・来庁者の案内については、受付窓口が設置され、好評を得ているところから、

各課においても丁寧な説明・接遇に努められたい。住民へのサービス周知徹底のた

めの総合案内一覧表、公共施設の地図、配置図等を作成、配布し、来庁者に対する

わかりやすい案内が大切である。 
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・サービスの向上が総じて庁舎内の事務処理に重点がおかれているので、住民の

立場にたった対応に努めるよう、更なる努力を求める。住民の求めるサービスには

どんなものがあるか、アンケート調査も一方ではある。 

３、組織・機構の整備。 

（１）組織・機構の改革。 

（２）審議会、委員会等の整理・統合。 

・審議会、委員会等委員の公募促進。 

重複に対する批判も聞かれるので改善を求める。また、公募は幅広く広報等によ

る周知を図るべき。運営方法、時間なども十分検討すべきである。 

（３）行政区等の再編・統合。 

・小規模行政区の統合の推進。 

小規模の区であっても、それぞれの区で会計、区費徴収方法、行事などが異なっ

ており、統合は事実上困難。それよりも、小規模の区をまとめた組織を構築し、代

表である組織の会議により、種々の問題に対し審議を尽くすべきである。再編は、

この方式が浸透した後に検討できるのではないか。 

４、行財政システムの簡素化・効率化。 

（１）事務事業の見直し。 

・南関町事務事業評価システムの充実。 

第３次行革実施プログラムでは、平成２０年４月から試行されているので、その

結果をもとに検討すべきである。 

（３）公共工事入札の改善。 

・地元業者の技術力向上と適正な工事の施工を念頭においた一般指名競争入札制

度、最低価格制度を含めた入札方式、あるいは条件付き一般競争入札、総合評価方

式の一般競争入札制度を検討していくべきである。 

５、職員の配置、定員及び給料の適正化。 

（１）職員配置の適正化。 

・長期在職職員の配置見直し。 

職員の見識を広めるためにも、同一業務の長期在籍の減少に努めるべきである。 

・職員の計画的な採用及び適正な配置。 

新たな職員定員管理計画の策定は、外部評価あるいは他市町村を参考にした再度

の見直しが必要ではないか。 

・臨時職員等の配置基準の明確化。 

更なる配置基準の明確化、実行が必要である。 

（２）職員数の適性化。 
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・組織・機構改革、民間委託、事務事業委譲状況を考慮した新規採用計画の実施。 

職員定数管理計画は人口動態、社会情勢の変化に伴い、職員定員管理計画そのも

のの見直しが必要である。また、定年後の再任用制度については、積極的に取り組

むべきである。 

６、職員の意識改革と能力開発の推進。 

（１）職員の意識改革、能力開発。 

・民間的思考に立った企画力の醸成・効率化。 

サービス精神の涵養のため、民間企業等への長期研修と評価検証を進めるべき。 

（２）人事評価制度の充実。 

・人材育成基本方針の視点に立った人事評価のみならず、地域活動への取り組み

等も評価の対象として検討すべきである。 

・管理職試験の導入推進については、弊害がないか慎重な検討が必要である。 

７、健全な財政運営の推進。 

（１）自主財源の確保。 

・退職者再任用制度の導入。 

税務経験者のみならず、他の退職者も同等に考慮すべきであり、積極的な取り組

みを検討すべきである。 

・まちづくり事業（定住化、人口増）のさらなる推進が必要。 

・企業誘致の推進は、町の重要な施策と認識する。 

・受益者負担の定期的見直しは、需要、利用状況を精査の上、進めるべきである。 

（２）歳出の適正化。 

・その他非常勤の特別職、各種委員会等の報酬の見直し。 

他市町村を参考に検討が必要である。 

・補助金・交付金等の検証・定期的な見直し。 

費用対効果の詳細な検証が必要である。 

・方針に基づく借用財産購入の推進。 

鋭意進めるべきである。 

・町づくり（経営）。コンサルタントを活用し、国・県の補助金の精査と有効活用

に努めるべきである。 

８、公共施設の設置及び管理運営。 

・延長、夜間・一時預かり、休日等の特別保育サービスの拡充。 

雇用状況、生活形態の変化を踏まえ、保育サービスの強化を図るべきである。 

・指定管理者制度運用。 

運用にあたっては、社会情勢の急変も想定し、慎重な対応が必要である。 
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９、広域行政の連携強化。 

・各自治体共通の事務事業の広域処理推進。 

各自治体共通の事務事業には、クラウドシステムの導入を図り、経費削減と効率

化を図るべきである。 

・公共施設の広域利用の促進。 

定住自立圏構想に基づく連携の検討と共に、急ぎ取り組まれたい。 

・高齢化に伴う交通システムの新たな構築。 

近隣の市町と協議しながら、早急に取り組むべきである。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 陳情の委員会付託等について 

○議長（本田眞二君） 日程第４、陳情の委員会付託等についてです。 

本日まで受理いたしました陳情書は、お手元に配りました陳情文書の写しのとお

り、配付といたしましたので報告します。 

ここで、町長から挨拶の申し出があっていますので、これを許します。町長。 

○町長（上田数吉君） 改めまして、おはようございます。 

平成２５年３月定例議会開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

昨年１２月に発足いたしました安倍政権は、日本経済の再生を重点課題として、

財政政策、金融緩和、成長戦略の３つの矢を政策の中心として、平成２４年度補正

予算で公共事業を中心とした予算を編成されました。 

この政府の対応を受け、金融市場ではドル高円安、株価が上昇に転じ、日本経済

の回復に大きな効果をもたらしてまいりました。 

しかしながら、日本は少子高齢化で高齢者の比率が増加し、生産人口が減少する

ことは避けることができません。また、これに伴い、社会保障費の増大も考えられ

るところでございます。 

さらには、地方自治体の財政の硬直化が進んでいる状況にありますので、地方自

治体の財政健全化の対策も早急な課題であると考えております。 

次に、町政でございますが、産業廃棄物処理施設建設につきましては、今月の４

日に熊本県と財団法人熊本県環境整備事業団、南関町で、環境保全協定書を締結い

たしました。平成１８年９月に熊本県が南関町坂下地区に候補地を決定して以来、

安全性に対する不安から、地域の皆さまにはたいへんご心配をおかけいたしました。

町民皆さまの思いを考えますと、これまで苦労の連続でございました。この度の締

結を機に施設の安全性は当然のこと、地域に役立つ施設になることを願うものでご

ざいます。 
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次に、今回提案いたします案件は、条例の制定につきましては南関町職員の再任

用に関する条例の制定について外１１件を提案しております。特に定住促進を図る

ために南関町住宅分譲条例の制定についての条例を提案しております。 

次に、条例の一部改正につきましては、南関町職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について外８件を提案しております。特に第一保

育所の廃止に伴い、南関町保育所条例の全部改正についてを提案しております。 

また、条例の廃止につきましては、第一保育園の廃止に伴い、南関町保育園医及

び保育園歯科医条例の廃止についての条例を提案しております。 

次に、平成２４年度補正予算でございますが、一般会計、特別会計の６件を提案

しております。特に一般会計におきましては、国の補正予算を受けて、農林水産業

費において１億６,６００万円の追加、土木費におきましては７,０００万円の追加

をしております。 

次に、平成２５年度当初予算でございますが、一般会計、特別会計の９件を提案

しております。特に一般会計におきましては、平成２５年度予算編成方針に基づい

て編成しているところでございます。特に事業推進につきましては、南関町総合振

興計画の趣旨を踏まえた事業とし、南関町行政改革大綱の方針により、経費の節減、

事務事業の見直し、各種事業の優先順位等の選択を行うことによって、歳出の抑制

を図り、財源の重点的・効率的な配分に努めているところでございます。 

しかしながら、２５年度一般会計当初予算は、前年度当初予算と比較して７億６

７１万３,０００円、１４.５％の増の５５億８,９４８万１,０００円となっていると

ころでございます。これは産業廃棄物施設関係の地域振興策や、うから館の直営に

よる運営費や、住宅分譲事業により増加したものでございます。 

次に町道路線の認定について１件、次に昨年５月から大牟田市と協議してまいり

ました定住自立圏形成協定の締結について、熊本県町村総合事務組合の規約の一部

変更について４２号議案を提案しておりますので、ご審議の上、ご承認いただきま

すようお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

○議長（本田眞二君） お諮りします。 

日程第５、議案第１号から日程第４５、議案第４１号までの議案を一括上程し、

提案理由の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 異議なしと認めます。 

従って、日程第５、議案第１号から日程第４５、議案第４１号までの議案を一括

上程することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第 ５ 議案第 １号 南関町職員の再任用に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第 ２号 南関町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第 ３号 南関町報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ４号 南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ５号 南関町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１０ 議案第 ６号 南関町地域振興対策基金条例の制定について 

日程第１１ 議案第 ７号 南関町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

て 

日程第１２ 議案第 ８号 南関町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ９号 南関町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第１０号 南関町保育の実施に関する条例の制定について 

日程第１５ 議案第１１号 南関町保育園医及び保育園歯科医設置条例の廃止につい

て 

日程第１６ 議案第１２号 南関町総合文化福祉センターの設置及び管理等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第１３号 南関町地域生活支援事業利用料条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第１８ 議案第１４号 南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第１５号 南関町宅地分譲条例の制定について 

日程第２０ 議案第１６号 南関町宅地分譲事業特別会計条例の制定について 

日程第２１ 議案第１７号 南関町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定につ

いて 

日程第２２ 議案第１８号 南関町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定

について 

日程第２３ 議案第１９号 南関町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的

基準に関する条例の制定について 

日程第２４ 議案第２０号 南関町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び
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に水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につい

て 

日程第２５ 議案第２１号 南関町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２６ 議案第２２号 南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２７ 議案第２３号 平成２４年度南関町一般会計補正予算（第６号）につい

て 

日程第２８ 議案第２４号 平成２４年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第２９ 議案第２５号 平成２４年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）について 

日程第３０ 議案第２６号 平成２４年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第３１ 議案第２７号 平成２４年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第３２ 議案第２８号 平成２４年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第３３ 議案第２９号 平成２４年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第４号）について 

日程第３４ 議案第３０号 平成２４年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第３５ 議案第３１号 平成２５年度南関町一般会計予算について 

日程第３６ 議案第３２号 平成２５年度南関町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３３号 平成２５年度南関町公共下水道事業特別会計予算につい

て 

日程第３８ 議案第３４号 平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３５号 平成２５年度南関町介護保険事業特別会計予算について 

日程第４０ 議案第３６号 平成２５年度南関町介護サービス事業特別会計予算につ

いて 

日程第４１ 議案第３７号 平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計予算に

ついて 

日程第４２ 議案第３８号 平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

日程第４３ 議案第３９号 平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計予算について 
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日程第４４ 議案第４０号 町道の路線認定について 

日程第４５ 議案第４１号 定住自立圏形成協定の締結について 

○議長（本田眞二君） 議案はお手元に配付してあります。 

議案名を事務局長に朗読させますので、確認をしてください。 

事務局長。 

○議会事務局長（松本 寛君） ［議案名朗読］ 

○議長（本田眞二君） 配付漏れなどありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 配付漏れなしと認めます。 

それでは、ただ今から提案理由の説明を求めます。 

担当職員は、順次説明をしてください。 

総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第１号議案、南関町職員の再任用に関する条例の制定につ

いてご説明いたします。 

再任用制度は、年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことに伴い、雇用

と年金の連携を図るとともに、長年つちかった能力・経験を有効に発揮できるよう

にするために設けられたものでございます。 

このことについては、人事院規則１１―９定年退職者等の再任用で制定されてお

り、県下においても平成２３年度の調査において、４５団体中３５団体、７７.８％

が条例を制定している状況であり、また県からも制定の技術的助言を受けたもので

あります。 

このことを受けて、町としても再任用制度の趣旨に則り、退職後においても働く

意欲と能力を有する職員について再任用する仕組みを規定したものであります。 

次に、南関町職員の再任用に関する条例の内容について説明いたします。 

第１条は、趣旨を定めております。これは上位法である地方公務員法第２８条の

４及び同法第２８条の５に規定する職員に再任用に関し、必要なことを定めること

としたものでございます。 

第２条は、再任用職員の対象とする定年退職者に準ずるものを規定し、第３条は

任期の更新を規定し、本人の同意を得て、勤務成績が良好である場合に再任用でき

る旨を規定しています。 

第４条は、任期の末日として再任用を更新する場合、最大更新できる期限を定め

ております。 

なお、附則第１条として、条例の施行日を平成２５年４月１日とし、同第２条に

おいて、南関町職員の定年等に関する条例第１条及び第５条において、職員の再任
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用に関する記述がありましたので、再任用条例を制定するにあたり、その部分を削

除するものでございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

続きまして、第２号議案、南関町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明いたします。 

今回の改正につきましては、改正にかかる理由が２点ございます。まず第１の理

由は、第１号議案に提案しました職員の再任用制度の導入に伴い改正するものでご

ざいます。再任用にはフルタイム、１週間当たり３８時間４５分で勤務するタイプ

を再任用職員と呼び、１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で任

命権者が定める時間を勤務する職員を再任用短時間勤務職員と呼び、勤務時間が異

なる勤務体系があり、そのことによる改正でございます。 

次に、第２の理由が、時間外勤務代休制度の新設でございます。この制度は長時

間時間外勤務を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的と

した労働基準法の改正により人事院規則１５―１４で制定されたもので、その手続

きについて規定したものでございます。 

次に、改正条例の内容について説明します。 

第２条については、第３項の次に第４項として、再任用短時間勤務職員の１週間

の勤務時間の規定を追加しているものです。また、南関町職員の育児休業等に関す

る条例に定める育児短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員と同様の規定に

ついては、再任用短時間勤務職員を追加しております。 

また、８条の３として、先ほど増えました時間外勤務代休時間についてを定めて

おります。 

なお、附則として、第１条で条例の施行日を平成２５年４月１日と定めておりま

す。また、同第２条において、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する

条例の第２条中、職員団体のための業務や活動ができる期間についての定めで、時

間外勤務代休時間を追加することで第２号を、第２号と第３号に分割することで第

２条の整理をしたものでございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第３号議案、南関町報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明いたします。 

南関町報酬、費用弁償等に関する条例は、非常勤職員の報酬及び費用弁償の支出

に関して定めた条例であります。今回の改正は、南関町立保育所の廃止に伴い、保

育園医の規定を削除したものでございます。 

それでは、改正する条例の内容を説明します。改正する箇所は、別表第１の「保
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育園医（歯科医を含む）年額４万７,０００円」の行を削除するものでございます。 

附則として、条例の施行日を平成２５年４月１日と定めております。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第４号議案、南関町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明いたします。 

今回の条例の一部改正は、改正にかかる理由が４点ございます。 

まず第１の理由が、第１号議案に提案しました職員の再任用制度の導入にかかる

改正でございます。 

第２の理由は、一般職の職員の給与に関する報酬の改正で、月６０時間を超える

時間外勤務に対する時間外勤務手当の支給割合が改正されましたので、町の条例も

改正するものでございます。 

第３の理由は、給与条例、第１０条で規定している勤務１時間当たりの給与額の

算出の仕方について規定を改正するものです。 

第４の理由は、町立保育所の廃止に伴い、級別職務分類表の中で保育所に勤務す

る職員の職務、保育士、主任保育士、園長、総括園長を削除するものでございます。 

次に、条例の内容についてご説明します。 

第３条及び第３条の２は、再任用職員、再任用短時間勤務職員の給与月額を定め

ています。再任用職員は職務に応じて定める級に適用される給与表の再任用職員の

欄に掲げる給与月額とするという改正でございます。また、再任用短時間勤務職員

については、再任用職員の俸給月額を基礎とし、それぞれの級につき勤務時間数に

応じて比例計算で得られた額とすることにしています。 

それに伴い、別表第１の改正を行っています。別表第１は、条例の改正の３枚目

の表になっているものでございます。先ほど言いました再任用職員については、そ

の表の一番下に掲げているところです。１級、２級、３級、４級、５級、６級と定

めているところでございます。 

また、条例の説明に戻ります。また、第１０条の６項に規定しているのは、再任

用短時間勤務職員の時間外勤務手当について、通常の勤務時間の７時間４５分に達

するまでは時間外勤務扱いとせず、通常の１００分の１００で計算することにしま

す。 

さらに、第１４条において、再任用職員の期末手当の額について、期末手当基礎

額に１００分の１４５を乗じて得て額としています。 

第１５条において、勤勉手当についても再任用職員については勤勉手当基礎額に

１００分の３２.５を乗じて得た額を支給することにしています。 

次に、第１０条第４項において、時間外勤務手当の割増しの規定でございます。
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月６０時間を超えた時間だけを対象とするもので、平日午後の１時間につき１.５

増しとし、平日夜間については１.７５増しとするものでございます。ただし、職

員の長時間勤務を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的

とした時間外勤務代休制度の新設に伴い、時間外勤務手当の割増しに代えて、任命

権者が代休として指定することができると規定しました。その際、時間外勤務につ

いては、第１０条第５項では時間外勤務手当は現行の１００分の２５の時間外勤務

手当を支給するが、時間外勤務代休時間を過ぎた場合は当該支給割合と本来の支給

割合の差額、つまり１００分の２５は不支給となることを定めています。 

次に、第１１条の改正は、勤務時間、勤務１時間当たりの給与額の算出の仕方に

ついて規定を改正するものでございます。１時間当たりの給与額は、給与を減額す

る場合や、時間外勤務手当の基礎となるものです。労働基準法の規定に則り、熊本

県人事委員会規則が改正されましたので、当町でも改正するものでございます。従

前では、年間の給与額の総計を、年間の勤務時間で除する方法で求めていましたが、

今回の改正により、給与額の総計に月額で定めた特殊勤務手当、税務手当や介護手

当を含ませることにし、また年間の総勤務時間から勤務を必要としない年末年始の

期間、祭日等を１０年間の平均として１８日とすることにより、１８日の勤務時間

を減じた勤務時間で除する金額が勤務１時間当たりの給与額とする規定です。 

最後に、別表第２中の改正は、町立保育所の改正に伴い、給与別職務分類表の中

で保育所に勤務する職員の職務、保育士、主任保育士、園長、総括園長を削除する

としているものでございます。 

なお、附則として、第１条で条例の施行日を平成２５年４月１日と定めておりま

す。また、第２条においては、南関町職員の育児休業等に関する条例の育児短時間

勤務職員についての給与条例の特例を設けた第１７条の表中、条ずれを起こした部

分について改正するもので、整合性をもたせるために整理したものでございます。

この給与条例において、期末手当、第１４条に第３項を挿入させることにより、第

３項が第４項に、また第４項が第５項となり、同じく第５項を第６項に改めるもの

でございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

続きまして、第５号議案、南関町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明いたします。 

特殊勤務手当条例の一部改正については、改正にかかる理由が４点ございます。 

第１の理由は、「伝染病予防法」が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」に名称が改められていたために改正するものでございます。 

第２の理由は、「行路病人及び行路死亡人取扱法」としていましたが、正しくは「行
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旅病人及行旅死亡人取扱法」でありましたので改正するものです。 

第３の理由は、再任用短時間勤務職員は、育児休業法に任期付き短時間勤務職員

については、特殊勤務手当の対象から除くという改正でございます。 

第４の理由は、町立保育所の廃止に伴い、保育業務等の直接処遇職員について支

給しておりました保育手当の条文を削除するものでございます。 

条例の一部を改正する条例の内容について説明いたします。 

第１条の改正は、再任用短時間勤務職員や育児休業法に任期付き短時間勤務職員

について特殊勤務手当の対象から除くという改正でございます。 

第２条の改正は、２号中の「伝染病防疫」を「感染症防疫」に改め、３号中の「行

路病死人」を「行旅病死人」に改め、６号の保育手当を削除するものです。 

第４条の改正は、第２条改正の文言に改正し、「伝染病予防法」を「感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に改正するものです。 

第８条の改正は、保育手当を削除したために改正するもので、第９条を第８条と

し、第９条を削除し、第１０条を第９条にするものです。 

なお、附則としまして、条例の施行日を平成２５年４月１日と定めております。 

ご審議の上、よろしくお願い申し上げます。 

以上で終わります。 

○議長（本田眞二君） 住民課長。 

○住民課長（木村浩二君） 第６号議案、南関町地域振興対策基金条例の制定について、

提案の理由と内容の説明をいたします。 
まず、提案の理由といたしまして、公共関与管理型最終処分場の建設に伴い、地

域振興対策事業を実施するにあたり、条例の制定が必要になったためでございます。 

具体的には、本事業に伴う熊本県からの交付金の受け入れ及び処分等に関して定

めた条例でございます。 

条例案につきましてご説明いたします。お手元の議案書をご覧ください。 

第１条でございます。目的です。この条例の設置目的は、今回の最終処分場建設

に伴う地域振興対策事業の財源に充てるために設置する基金でございます。 

第２条は、基金の財源です。熊本県より交付されます産業廃棄物処理施設モデル

事業交付金と管理型最終処分場立地交付金をもって財源とするものです。 

第３条は、基金管理の方法をうたったものです。 

第４条、金の運用収益の整理についてです。県よりの交付金を各事業の財源に充

て、その残金をこの基金に積み立てるものです。その基金に対して発生する基金の

利子について、本基金に算入する規定でございます。 

第５条、基金の繰替運用といたしまして、財政上必要があると認める場合の運用
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規定です。 

第６条、基金の処分についてでございます。対策事業実施の各年度において、当

該年度の交付金で不足が生じた場合に、この基金より充てるための規定です。また、

基金の償還金についても、この基金をもって充てるものでございます。 

第７条、委任についての規定です。基金の管理及び運用について必要な事項につ

いて別途定めることとする規定でございます。 

附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでござい

ます。 

以上で、南関町地域振興対策基金条例の制定についてご説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第７号議案、南関町新型インフルエンザ等対策

本部条例の制定につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 

南関町新型インフルエンザ等対策本部条例を別紙のとおり制定するものでござい

ます。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成２４年４月２７日に可決成立し、同

年５月１１日に公布されたところでございます。この法律におきまして、第１条に

新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の

発生時において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及

す影響が最小となるようにすることを目的としているところでございます。 

今回、この法律第３７条において準用する第２６条に規定する条例への委任によ

りまして、市町村対策本部に対し必要な事項を条例で定めることからご提案をする

ものでございます。 

次のページの条例案をお願いいたします。 

まず、第１条に、目的といたしまして、特別措置法の第３７条において、準用す

る法第２６条の規定に基づき、南関町新型インフルエンザ等対策本部に必要な事項

を定めることを目的とするものでございます。 

第２条に組織として１項から４項まで、それぞれ対策本部長、対策副本部長、対

策本部員、必要な職員を置くとし、５項におきまして、必要な職員は町の職員から

町長が任命するとするものでございます。 

第３条に議会の規定をいたしております。議会については、対策本部の会議を本

部長が招集するというものでございます。 

また、第４条に委員会の設置ということで、それぞれ本部長が指名をするという

ことを規定をいたしております。 
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第５条に雑則として、前各条に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める

ものとするものでございます。 

最後に附則といたしまして、この条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法、

附則第１条の政令で定める日から施行するものとするものでございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 説明の途中ですが、１０分程度休憩したいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でしたので、これを続行します。 

福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第８号議案、南関町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定につきまして、提案理由及び

内容についてご説明を申し上げます。 

南関町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

を別紙のとおり制定するものでございます。 

提案理由につきましては、一括法によります条例の制定ということ、並びに介護

サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律、また介護保険法の

一部が改正され、このことによりまして条例で定める必要があるためにご提案をす

るものでございます。 

まず、この条例の定める基準といたしまして、指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準、１つ、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定

に関する基準のうち、指定対象となる施設その入所定員に係る基準、１つ、指定地

域密着型サービスの事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係

る基準について条例で定めるものでございます。 

また、本条例の対象となる地域密着型サービスは８種類でございます。この８種

類における基準及びサービスについて、指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準に基づきまして、省令第１条に規定されている従うべき基

準、標準については、原則として基準のとおりとし、参酌すべき基準につきまして

は、基準のとおり定めることを基本といたしまして、一部の項目について独自の基

準を規定をいたしております。 

大きく第１章の総則第１条から第１０章までの委任までの第２０３条、最後に附
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則として第１に施行期日を平成２５年４月１日から施行するとし、経過措置を第２

から第１７まで定めるものでございます。 

この条例につきましては、原則として省令に基づき制定すると申し上げましたと

ころから、主なものにつきまして、目次であります１ページから３ページによりご

説明をさせていただきたいと思います。 

第１章、総則において、本条例は法の委任に基づくものであることから、第１条

として趣旨の規定を定めているところでございます。 

また、第３条３項におきまして、指定地域密着型サービスの事業の申請にかかる

基準については、法第７８条の２第４項第１号で指定をしてはならない者として、

「申請者が市町村の条例で定めるものでないとき」となっており、介護保険施行規

則によりまして、「厚生省の省令で定める基準は、法人とする」と規定されている

ことから、町の基準も法第７８条の２第４項第１号に規定する条例を定めるものは

法人とするということで規定をいたしております。 

大きく第２章からは、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」から、第９章の「複

合型サービス」まで、８種類のサービスについて明記をいたしております。その８

種類のサービスにつきまして、各節ごとに基本方針と人員に関する基準、設備及び

運営に関する基準などを規定しているものでございます。 

この中で第８章地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におきまして、その

第３節設備に関する基準において、第１５２条でございますけれども、入所定員の

基準を定めることになっておるところでございます。この基準につきましては、介

護保険法第７８条の２によりまして、入所定員が２９人以下であって、市町村の条

例で定める数となっていることから、第１５２条１項において、「入所定員２９人

以下とする」として規定するものでございます。 

また、各章における規定の中で、運営に関する基準の節におきまして、すべての

地域密着型サービスについて、サービスの提供に関する記録の保存期間を原稿の省

令で規定されております２年間から、町独自の基準といたしまして、５年間保存し

なければならないと規定をいたしているところでございます。この規定する条項に

つきましては、第２章第４節、運営に関する基準、条例では第４２条になります。 

続きまして、第３章の第４節、運営に関する基準の条例第５８条に該当いたして

いるところでございます。第４章３節につきましては、運営に関する基準の第７９

条に規定をいたしているところでございます。 

第５章第４節におきましては、条例第１０７条に規定をいたしております。 

第６章第４節、運営に関する基準につきましては、条例第１２７条に規定をいた

しているところでございます。 
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第７章第４節につきましては、条例第１４８条に規定をいたしているところでご

ざいます。 

第８章第４節につきましては、条例第１７６条に規定をいたしているところでご

ざいます。 

第９章第４節につきましては、条例第２０１条に規定しているところでございま

す。 

この２年間から５年間とする理由につきましては、事業者が不適切な介護給付費

の支給を受けた場合には、当該給付費の返還を請求することになりますけれども、

現行の省令ではサービス提供に関する記録の保存期間が２年間と規定されている

ところでございます。このため、２年以上遡って書類の確認を行うのは非常に困難

な状況になっているところでございます。 

また一方、介護給付費の返還請求権にかかる消滅時効につきましては、地方自治

法の規定により５年間と定められているところでございます。このことによりまし

て、地域密着サービスの事業者に対し、サービスの提供に関する記録を５年間保存

させることにより、不適切な支給事例が発生した場合には、５年間遡って対応でき

るようにするものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第９号議案、南関町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の制定につきまして、提案理由及び内容につい

てご説明を申し上げます。 

南関町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 

提案理由につきましては、先ほど一括法の施行に伴い、さらに介護サービスの基

盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律並びに介護保険法の一部が改正

され、条例で定める必要があるためにご提案をするものでございます。 

この条例の定める基準といたしまして、１つ、指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等、１つ、指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に関する基準につ

いて定めるものでございます。 

また、本条例の対象となる地域密着型介護予防サービスにつきましては、３種類

でございます。この３種類における基準等及び介護予防サービスについて指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に基づき
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まして、省令第１条に規定されております、従うべき基準、標準については、原則

として基準のとおりとし、参酌すべき基準については基準のとおり定めることを基

本といたしまして、一部の項目について独自の基準を設定し、総則の第１条から第

５章の委任までの第９１条まで、最後に附則に第１として施行期日を平成２５年４

月１日から施行することとし、経過措置を第２から第４まで定めているところでご

ざいます。 

この条例につきましては、原則として省令に基づき制定いたしますところから、

１ページから２ページの目次により説明をさせていただきます。 

まず、第１章総則において、本条例は法の委任に基づくものであることから、趣

旨の規定をしているところでございます。 

また、第３条３項におきましては、指定地域密着型介護予防サービス事業の申請

者にかかる基準については、法第１１５条の１２第２項第１号で指定をしてはなら

ない者として、「申請者が市町村の条例で定めるものでないとき」となっており、

介護保険施行規則によりまして、「厚生労働省令で定める基準は、法人とする」と

規定されているところから、町の基準も法第１１５条の１２第２項第１号に規定す

る条例で定めるものは法人とするものでございます。 

第２章からは、「介護予防認知症対応型通所介護」から、第４章の「介護予防認知

症対応型共同生活介護」まで、３種類のサービスについて、各節ごとに基本方針、

人員に関する基準、設備及び運営に関する基準、介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準について規定をいたしております。 

また、各章における規定の中で、運営に関する基準の節におきまして、すべての

地域密着型介護予防サービスについて、サービス提供に関する記録の保存期間を現

行の省令で規定されている２年から、町独自の基準として５年間保存しなければな

らないと規定をいたしているところでございます。規定する条項につきましては、

第２章第３節、条例第４０条です。 

それから、第３章第４節、条例第６４条、第４章におきましては、第４節、条例

第８５条に規定しているところでございます。理由といたしましては、先ほどの提

案の内容にも説明させていただきましたけれども、２年間という期間から５年間保

存させることにより、不適切な支給事例が発生した場合には、５年間遡って対応で

きるようにするものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第１０号議案、南関町保育の実施に関する条例の制定につきまして、

提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 



 － 2 5 －

南関町保育の実施に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 

提案理由につきましては、公立南関第一保育所の民営化に伴い、条例を適正なも

のとするためにご提案するものでございます。 

次のページをお願いします。 

南関町保育所条例（昭和２２年条例第８号）の全部を改正するものでございます。 

趣旨といたしまして、第１条に保育の実施に関し必要な事項を定めるものでござ

います。 

保育の実施基準として、第２条に第１号から第７号までの各号を定めるものでご

ざいます。この各号に児童が保育することができないと認められる場合であって、

かつ同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない場合と認められ

る場合に行うものとするということで、第１号から７号までを規定するものでござ

います。 

第３条に委任といたしまして、この条例に定めるものほか、必要な事項は規則で

定めるとするものでございます。 

最後に、附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものとするも

のでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第１１号議案、南関町保育園医及び保育園歯科医設置条例の廃止に

ついて、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 

南関町保育園医及び保育園歯科医設置条例を別紙のとおり制定するものでござい

ます。 

提案理由といたしましては、公立南関第一保育所の廃止に伴い、条例を廃止する

必要があるためにご提案するものでございます。 

次の条例案をお願いします。 

南関町保育園医及び保育園歯科医設置条例（昭和３２年条例第８号）は廃止する

というものでございます。 

附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとするもので

ございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第１２号議案、南関町総合文化福祉センターの設置及び管理等に関

する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由及び内容のご説明を

申し上げます。 
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南関町総合文化福祉センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定するものでございます。 

提案理由といたしまして、平成２５年４月１日から総合文化福祉センターの管理

運営を行うにあたりまして、条例の一部を改正する必要があるためにご提案するも

のでございます。 

次の条例案をお願いいたします。 

南関町総合文化福祉センターの設置及び管理等に関する条例（平成９年条例第３

１号）の一部を次のように改正するものでございます。 

第６条の２第１項第１号中「及び別表第２」を「、別表第２及び別表第３」に改

め、第６条の５中「５年間とする。」を「５年を超えない範囲内において町長が定

めるものとする。」に改め、第８条第１項中「及び別表第２」を「、別表第２及び

別表第３」に改め、別表第２の次に次の１表を加えるものです。別表第３（８条関

係）につきましては、区分を食堂、金額を月額２６万２,５００円、それから摘要と

するものでございます。 

最後に、附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとす

るものでございます。 

なお、経過措置といたしまして、この条例の施行前の規定による利用の許可の申

請及び利用の許可を受けている者は町長にされた利用の許可申請、町長の許可を受

けた者とみなすということで経過措置を設けているところでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第１３号議案、南関町地域生活支援事業利用料条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 

南関町地域生活支援事業利用料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものでございます。 

提案理由といたしまして、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に改正する法律の施行に伴う条例の一部改正及

び軽減措置の廃止による条例の一部を改正する必要があるためにご提案を申し上

げるものでございます。 

次の条例案をお願いいたします。 

南関町地域生活支援事業利用料条例（平成１８年条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正するものでございます。 

第１条中「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）」を、「障害者日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）」に
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改め、第３条第１号中「９,３００円」を「３万７,２００円」に改め、同条第２号

中「６,１５０円」を「２万４,６００円」に改め、同条第３号中「３,７５０円」を

「１万５,０００円」に改めるものでございます。 

最後に、附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとす

るものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第１４号議案、南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 

南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定するものでございます。 

提案理由といたしまして、障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に改正する法律及び児童福祉法を改正する法律の施

行に伴い、条例を適正なものにするためにご提案するものでございます。 

次の条例案のページをお願いいたします。 

南関町重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成９年条例第２４号）の一部

を次のように改正するものでございます。 

第２条の表受給資格者の項中「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）」

を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）に改め、「第１８条の規定」を

「第１８条の規定の例」に改め、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に

改め、また同表中「障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）第１条」

を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１

８年政令第１０号）第１条の２」に改め、「障害者自立支援法（平成１７年法律第

１２３号）第７０条」を「障害者総合支援法第７０条」に改め、「第２４条の２０

の規定による障害児施設医療」を「第２１条の５の２８の規定による肢体不自由児

通所医療及び同法第２４条の２０の規定による障害児入所医療」に改めるものでご

ざいます。 

最後に、附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日から施行するとす

るものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（佐藤安彦君） それでは、第１５号議案、南関町宅地分譲条例
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の制定についてご説明いたします。 
提案理由につきましては、平成２３年度より本格的な少子高齢化対策、定住対策

として、住んでよかったプロジェクト推進事業に取り組んでおりますが、町営住宅、

定住促進住宅や空き家バンク制度ではなく、新たに優良な宅地を開発し、若者等が

住宅建築を容易に行える環境を整備し提供することにより、さらなる定住促進を図

るためであります。 

次に、南関町宅地分譲条例の内容について説明いたします。 

第１条、目的につきましては、定住促進及び地域の活性化を図るため、自ら居住

するため住居を必要とする者に対して町が整備した宅地を譲渡することに関し、必

要な事項を定めるものでございます。 

第２条、定義につきましては、宅地・定住という用語の意義を定めるものでござ

います。 

第３条、分譲希望者の募集につきましては、分譲地に係る事項及び申込み方法等

を定めるものでございます。 

第４条、希望者の資格につきましては、希望者の資格要件を定めるものでござい

ます。 

第５条、分譲の申請につきましては、資格要件による申請を定めるものでござい

ます。 

第６条、譲受人の決定につきましては、希望者の資格の審査、譲受人の決定につ

いて定めるものでございます。 

第７条、契約の締結につきましては、町と譲渡契約の締結について定めるもので

ございます。 

第８条、譲渡価格につきましては、宅地の譲渡価格を定めるものでございます。 

第９条、譲渡代金の支払につきましては、譲渡代金、保証金の納入について定め

るものでございます。 

第１０条は、宅地の引渡しについて定めるものでございます。 

第１１条、所有権移転登記につきましては、所有権を当該譲渡人に移転する登記

について定めるものでございます。 

第１２条、住宅建築等の条件につきましては、譲受人に宅地を譲渡する規定を定

めるものでございます。 

第１３条は、譲渡決定の取消し及び契約の解除について定めるものでございます。 

第１４条、宅地の買戻等につきましては、買戻特約、買戻権の行使等を定めるも

のでございます。 

第１５条、損害賠償につきましては、買戻権の行使に伴う譲受人の賠償を定める
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ものでございます。 

第１６条は、有益費等請求権の放棄について定めるものでございます。 

第１７条、建築物等に関する協定につきましては、良好な居住環境を確保し、将

来の良好な景観を形成するため、譲受人との間に宅地分譲の建築物等に関する協定

を締結することを定めるものでございます。 

第１８条、委任につきましては、この条例の施行に関し必要な事項を規則で定め

るものでございます。 

附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

続きまして、第１６号議案、南関町宅地分譲事業特別会計条例の制定についてご

説明いたします。 

提案理由につきましては、第１５号議案でご説明いたしました宅地分譲事業実施

に伴い、特別会計を設ける必要があるためでございます。 

次に、南関町宅地分譲事業特別会計条例の内容について説明いたします。 

第１条、設置につきましては、地方自治法第２０９条第２項の規定により、宅地

分譲事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置するもので

ございます。 

第２条、歳入及び歳出につきましては、この会計においては、宅地分譲事業収入、

一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、宅地分譲の事業費、

借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出と

するとするものでございます。 

附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認を賜りますようお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 
○建設課長（大木義隆君） 第１７号議案、南関町町道の構造の技術的基準に関する条

例の制定についてご説明を申し上げます。 
提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第１次一括法）の施行に伴い、条例の制定が必要とな

るためでございます。 

道路法第３０条では、これまで道路の種類の区別なく、道路の構造の技術的基準

を政令へ委任すると定めてきましたが、第１次一括法第３３条により、道路法が一

部改正され、町道の道路構造の技術的基準については政令で定める基準を参酌して、
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新たに道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとなっております。 

道路法によりますと、条例で定める事項は、幅員、線形、視距、これは見通しで

ございます。勾配、路面、排水施設、交差または接続、待避所、横断歩道橋、さく、

その他の安全な交通を確保するための施設とされております。参酌すべき政令を町

道の状況を勘案し検討いたしまして、道路の区分に関しましては、町道として高速

道路や自動車専用道路を設けることは考えにくいことから、その他の道路に位置付

けられる第３種、第４種のみについて述べております。 

また、町に路面電車等の存在は考えられないこと、また積雪寒冷地域でもないこ

とから、軌道敷についての定め、積雪地域に関する定めについては条例に定めず、

その外は参酌すべき基準である政令に定める基準に準じて条例を定めております。 

条例は、全４３条で構成され、第１条で条例の趣旨、第２条で定義、第３条で道

路の区分、第５条から第４３条までで道路の構造の一般的技術的基準を定めており

ます。 

条文につきましては、議案のとおりといたしております。 

なお、施行期日は法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上、南関町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定についての説明を終わ

らせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、第１８号議案、南関町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の

制定について説明を申し上げます。 

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第１次一括法）の施行に伴い、条例の制定が必要とな

るためでございます。 

道路管理者が設ける道路標識につきましては、道路法の第４５条第２項に内閣府

令・国土交通省令で様式を定めると規定されておりますが、第１次一括法第３３条

によって道路法が改正され、第４５条に第３項が追加され、道路標識の寸法につい

ては内閣府令・国土交通省令で定める基準を参酌して、道路管理者が条例で定める

こととなっております。また、条例で寸法を定める道路標識は、「案内標識」と「警

戒標識」、並びに「これらに付置される補助標識」とされたところでもございます。 

これまで町が設置している道路標識の寸法は内閣府令・国土交通省令に基づき設

置しており、今後も同様に設置することで混乱が生じないとして、内閣府令・国土

交通省令に準じて条例を定めることといたしております。 

条例は２条で構成され、第１条で条例の趣旨、第２条で寸法について定めており
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ますが、参酌すべき基準を内閣府令・国土交通省令では別表で規定する形としてご

ざいますので、条例も規則で規定するものといたしております。また、規則も同様

に、規定に準じた内容として定めることとする予定でございます。 

なお、施行期日は法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上、南関町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定についての説明を

終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

次に、第１９号議案、南関町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基

準に関する条例の制定について説明を申し上げます。 

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第１次一括法）の施行に伴い、条例の制定が必要とな

るためでございます。 

条例制定の背景・目的といたしまして、第１次一括法の施行に伴い、河川法の一

部が改正され、町が管理する準用河川の河川管理施設及び河川法第２６条第１項の

許可を受けて設置される工作物のうち、堤防等の主要なものの構造の技術的基準に

ついては、これまで「河川管理施設等構造令」により全国一律に規定されておりま

したが、この政令の基準を参酌して、町が条例で定めることとなったため、条例を

新たに制定するものでございます。 

河川管理施設とは、河川法第３条第２項において、ダム、堰、水門、堤防、護岸、

床止め、樹林帯その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、

若しくは軽減する効用を有する施設とされ、河川管理施設等構造令において、ダム、

堤防、床止め、堰、水門、樋門、揚水機場及び排水機場等とされております。 

また、準用河川とは、河川法第１００条第１項の規定により、一級河川及び二級

河川以外の河川で、町長が指定したものをいいます。南関町では２４河川を準用河

川として指定しております。 

条例制定に向けた考え方といたしましては、国が定めた「河川管理施設等構造令」

を基本とし、町の準用河川の現状を考慮して、河川管理施設等の構造の技術的基準

を定めております。 

条例の概要としましては、全６５条で構成され、第１章では条例の趣旨、用語の

意義について定めております。また、第２章からは具体的に、堤防、床止め、堰、

水門、樋門、揚水機場、排水機場、取水塔、橋、伏せ越しについても構造令を基準

として定めております。 

なお、「構造令」に定められております「ダム」、「高規格堤防」については、準用
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河川には将来的に設置が想定されにくいことから、条例には定めないものといたし

ております。 

条文につきましては、議案書のとおりとさせていただきます。 

なお、施行期日は法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上で、南関町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条

例の制定についての説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、第２０号議案、南関町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について説明を申し上げま

す。 

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第２次一括法）の施行に伴い、条例の制定が必要とな

るためでございます。 

町の簡易水道施設は水道法に則り整備し、維持管理を行っております。また、専

用水道施設においても維持管理を行っているところでございます。 

今回新たに条例を制定することとなりましたのは、第２次一括法第１０５条によ

って水道法が改正され、これまで政令で定めることとなっていた水道布設工事の監

督者の配置基準、資格基準及び水道技術管理者の資格基準を町が条例で定めること

となったためでございます。 

町の簡易水道施設は、国の基準により整備したものでございますので、町として

は水道法施行令、施行規則に準じた内容を定めることとして、今回条例を制定する

ことといたしております。 

条例は４条で構成され、内容としては第１条に条例の目的、第２条に対象工事の

範囲、第３条に工事監督者の資格基準、第４条に水道技術管理者の資格基準を定め

るものでございます。 

対象工事の範囲は水道法施行令第３条に、工事監督者の資格基準は水道法施行令

第４条に、水道技術管理者の資格基準は水道法施行令第６条に準じて定めておると

ころです。詳しくは条文にあるとおりといたしております。 

なお、施行期日は法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上で、南関町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の制定についての説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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次に、第２１号議案、南関町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

ての説明を申し上げます。 

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第１次一括法）の施行に伴い、条例の改正が必要とな

るためでございます。 

第１次一括法第３２条によって公営住宅法が改正され、公営住宅及び共同施設の

整備基準、入居収入基準については、公営住宅等整備基準を参酌して町が条例で定

めることになっております。 

町営住宅及び共同施設は、公営住宅法施行令で定めている基準により整備したも

のですので、町としては当該基準と同じ内容を定めることとして、今回条例を改正

することといたしております。 

国・県の住生活基本計画で、ユニバーサルデザインの導入が示されておりますの

で、当該基準に加えて、今回条例には取り入れておるところでございます。 

条例の構成といたしましては、第１章の次に第１章の２として町営住宅の整備基

準を、第２条の３から第２条の１８を加えることといたしております。 

条例改正により追加する基準は、総則的な基準としましては、健全な地域社会の

形成への配慮・良好な居住環境の確保・費用の縮減への配慮・ユニバーサルデザイ

ンの導入に努めることを、敷地の基準としましては、位置の選定の基準・敷地の安

全等の基準を、公営住宅の基準としましては、住棟等の基準・住宅の基準・住戸の

基準・住宅内の各部の基準・共用部分の基準・附帯施設の基準を、共同施設の基準

としましては、児童遊園の基準・集会所の基準・広場及び緑地の基準・通路の基準

を定めております。 

また、入居収入基準につきましては、第５条第１項第３号で改めることといたし

ております。なお、第６条第２項の改正は、条ずれによる改正でございます。 

入居収入基準金額の変更は、入居の態様に直接に影響するものであるため、低額

所得者等が入居しがたくならないよう、一般的な世帯については従前と同様の「１

５万８,０００円」とし、第５条第１項第３号アの（ア）から（エ）までの世帯につ

きましては、現行の規定が適当であると判断し、「２１万４,０００円」を維持しま

す。詳しくは条文にあるとおりでございます。 

なお、施行期日は法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上で南関町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終ら

せていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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次に、第２２号議案、南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定についての

説明を申し上げます。 

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第２次一括法）の施行に伴い、条例の改正が必要とな

ったためでございます。 

南関町下水道条例は、町が設置した公共下水道の管理及び使用について定めたも

のでございます。今回、この条例を改正するのは、第２次一括法第１０７条によっ

て下水道法が改正され、公共下水道の構造の技術上の基準、終末処理場の維持管理

に関する基準について、町が条例で定めることとなったためでございます。 

町の下水道施設は、国が全国一律で定めている基準により整備したものでござい

ますし、町としては国が定めている基準と同じ内容を定めることとして、今回条例

を改正することといたしております。 

構成としましては、第１章の次に第１章の２として、第２条の２から第２条の７

を加えることといたしております。 

内容としましては、第１条の「使用」の次に、「並びに施設の構造及び維持管理の

基準」を加え、第２条中第１０号を第１２号とし、第４号から第９条までを２号ず

つ繰下げ、第３号の次に２つの号を加えることといたしております。 

また、第２条の２からは、排水施設、処理施設及び共通する構造の技術上の基準、

終末処理場の維持管理について定めております。 

また、下水道法施行令の改正に伴い、下水道条例第１３条に定める除害施設の設

置について、１・４―ジオキサンについての基準を追加するものでございます。詳

しくは条文にあるとおりとなっております。 

なお、施行期日を法律による経過措置を摘用して、附則において平成２５年４月

１日といたしております。 

以上、南関町下水道条例の一部を改正する条例の制定について説明を終わらせて

いただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 説明の途中でありますが、昼食休憩のため１時まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 昼食休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でしたので、これを続行してください。 
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総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第２３号議案、平成２４年度南関町一般会計補正予算（第

６号）についてご説明いたします。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,８６４万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５２億９,６３７万６,０００円とするものでございま

す。 

ページ、２ページをお開きください。 

歳入でございます。１款の町税２,８４０万円を追加し、１０億３,６２６万２,０
００円とするものでございます。 

次に、１０款の地方交付税です。４８９万１,０００円を追加し、１８億５,１４

３万３,０００円とするものでございます。 

１２款分担金及び負担金でございます。４２５万２,０００円を減額し、１億４５

０万６,０００円とするものでございます。 

１３款使用料及び手数料７万９,０００円を減額し、１億１,６５７万円とするも

のでございます。 

１４款国庫支出金７,９５０万５,０００円を追加し、５億１,７４６万６,０００円

とするものでございます。 

１５款県支出金１億２６８万４,０００円を追加し、４億６,２３１万３,０００円

とするものでございます。 

１７款寄附金２９６万２,０００円を追加し、３７１万３,０００円とするもので

ございます。 

１８款繰入金７,１２２万円を減額し、１,３９８万円とするものでございます。 

２０款諸収入５１４万９,０００円を追加し、２,９１６万４,０００円とするもの

でございます。 

２１款町債９４０万円を減額し、８億２,４４９万７,０００円とするものでござ

います。 

補正前の額が５１億５,７７３万６,０００円に対しまして、１億３,８６４万円を

追加し、５２億９,６３７万６,０００円とするものでございます。 

次のページをお開きください。 

歳出でございます。１款議会費１９７万１,０００円を減額し、７,９５６万４,０
００円とするものでございます。 

２款総務費１,３３８万４,０００円を減額し、６億３０７万４,０００円とするも

のでございます。 

３款民生費２,７１７万６,０００円を減額し、１５億４５２万円とするものでご
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ざいます。 

４款衛生費１,８３８万６,０００円を減額し、４億３,０８１万５,０００円とする

ものでございます。 

５款農林水産業費１億５,８４５万４,０００円を追加し、４億３,２３８万２,００

０円とするものでございます。 

６款商工費２６０万１,０００円を減額し、６,４１９万４,０００円とするもので

ございます。 

７款土木費５,８８１万１,０００円を追加し、７億３,３８５万６,０００円とする

ものでございます。 

８款消防費３８７万９,０００円を減額し、１億８,９４９万６,０００円とするも

のでございます。 

９款教育費１,１２７万１,０００円を減額し、６億１,０１８万１,０００円とする

ものでございます。 

１２款予備費４万３,０００円を追加し、１,０１４万４,０００円とするものでご

ざいます。 

補正前の額５１億５,７７３万６,０００円に対しまして、１億３,８６４万円を追

加し、５２億９,６３７万６,０００円とするものでございます。 

次のページをお開きください。 

繰越明許費の補正でございます。追加で農林水産業費、１項の農地費、事業名が

農業施設整備事業でございます。１億５,６００万円を追加するものでございます。 

次に変更でございます。７款の土木費、２項の道路改良費でございます。補正前

の額が１億４,９７０万円に対しまして、補正後が２億９,８８３万円とするもので

ございます。 

次に、１１ページをお開きください。 

歳入でございます。１款の町税、１目の個人でございます。２００万円を減額し、

２億５,８９０万円とするものでございます。 

次に法人です。３７０万円を追加し、６,７００万１,０００円とするものでござ

います。 

次に、固定資産税２,４１０万円を追加し、５億９,４００万円とするものでござ

います。現年度課税分２,２１０万円、償却資産の追加によるものでございます。 

軽自動車税１００万円を追加し、３,１７０万円とするものでございます。 

町たばこ税２００万円を追加し、７,１００万円とするものでございます。 

入湯税４０万円を減額し、１,３４０万円とするものでございます。 

１２ページでございます。 
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１０款の地方交付税４８９万１,０００円を追加し、１８億５,１４３万３,０００

円とするものでございます。追加交付分でございます。 

１２款の分担金及び負担金でございます。新たに１目に農林水産業費分担金を追

加しております。３９０万円追加しております。これは農業水利施設保全合理化事

業分担金、それから農業基盤整備促進事業分担金でございます。 

次に、総務費分担金については、１２万円を減額しております。 

次に、１２款分担金及び負担金、２目の民生費負担金でございます。８０８万４,
０００円を減額し、８,８５８万１,０００円としております。特に３節の老人福祉

費負担金、老人ホーム市町村負担金の６８１万６,０００円の減額が主なものでござ

います。３目の衛生費負担金５万２,０００円を追加しております。 

次に、１３款の使用料及び手数料でございます。３、衛生使用料１５万２,０００

円を追加しております。 

次に、１３款の総務手数料でございます。２７万６,０００円を減額しております。

民生手数料につきましては４万５,０００円を追加しております。 

１４款国庫支出金の１目の民生費国庫負担金１,５３８万６,０００円を減額し、

２億８,４４６万５,０００円としております。主なものは１３節の児童手当国庫負

担金の１,４７４万４,０００円の減額でございます。これは負担割合の変更に伴う

減でございます。 

次に、総務費国庫補助金５,６１８万５,０００円を追加しております。新たに追

加です。これは地域の元気臨時交付金でございます。平成２４年度の国の補正予算

に伴うものでございます。 

次に、２目の民生費国庫補助金１２０万４,０００円を減額しております。 

次に、４目の土木費国庫補助金４,０６８万７,０００円を追加し、１億２４７万

７,０００円としております。これは道路橋梁費の交付金です。社会資本整備交付金

でございます。 

次のページをお開きください。 

２目の民生費国庫委託金７７万７,０００円を減額しております。 

１５款の県支出金につきましては、１目の民生費県負担金２１４万９,０００円を

減額しております。 

次に、総務費県補助金でございます。６７万９,０００円を追加しております。こ

れは生活交通維持・活性化総合交付金、いわゆる路線バスに対する補助金の増額で

ございます。 

２目の民生費県補助金１７５万９,０００円を減額しております。 

次に、４目の農林水産業費県補助金１億６１５万９,０００円を増額し、１億５,
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３９０万５,０００円としております。この主なものはですね、農業基盤整備促進事

業交付金の１億３６０万円が主なものでございます。 

次に、１５款の県支出金、県委託金のうちの１目総務費県委託金６９万円を減額

しております。 

２目の衛生費県負担金４５万１,０００円を追加しております。 

８目の消防費県委託金７,０００円を減額しております。 

次のページをお開きください。 

一般寄附金でございます。１目の一般寄附金２６７万７,０００円を追加しており

ます。これはふるさとなんかん応援寄附金でございます。商工費寄附金については、

２８万５,０００円を追加しております。 

１８款繰入金、基金繰入金でございます。１目の財政調整基金繰入金７,８００万

円を減額しております。これは財政調整基金の繰入金の減額です。 

３目のふるさとづくり基金繰入金６７８万円を追加し、１,３７８万円としており

ます。 

２０款の諸収入の延滞金でございます。１目の延滞金１０６万６,０００円を追加

しております。 

２０款の諸収入、預金利子に３２万８,０００円を減額しております。 

次に、４目の後期高齢者医療受託事業費については、４４万５,０００円を減額し

ております。 

次に、雑入でございます。４８５万６,０００円を追加しております。これは節の

中の最後の欄、市町村振興協会市町村交付金の４４３万８,０００円が主なものでご

ざいます。いわゆる宝くじ分でございます。 

次に、２１款の町債でございます。１目の農林水産業債１,０００万円を追加し、

３,５３０万円としております。ほ場整備の事業債でございます。県営土地改良事業

負担金でございます。 

３目の土木費１,９４０万円を減額しております。これは道路橋梁整備事業債でご

ざいます。松葉線、相谷菊水線の事業費の減によるものでございます。 

次に、１８ページの歳出の説明に入ります。 

歳出につきましては、決算見込みにより減額したものが大半ですので、増額の部

分を中心にご説明していきます。 

まず、議会費については、１９７万１,０００円を減額しております。 

２款の総務費につきましての１目の一般管理費については２８５万６,０００円

を減額しております。 

一つですね、１９ページの一般管理費の１９節負担金、補助及び交付金の中に退
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職手当特別負担金２２４万１,０００円を追加しております。これは勧奨退職者が３

月３１日、１名あるために追加したものでございます。 

次に、２０ページをお開きください。 

総務費の６目の財政調整基金でございます。５００万円を追加し、５５８万１,
０００円としております。財政調整基金の積立金でございます。 

７目の企画費９万８,０００円を追加しております。この中の説明ではですね、１

９節の負担金、補助及び交付金１０６万３,０００円を追加しております。これは地

方バス運行等特別対策の補助金でございます。これは西鉄バスの吉野線、決算見込

みによりまして追加しているところでございます。 

続きまして、１６目のまちづくり推進事業費７６２万４,０００円を減額しており

ます。主なものはですね、１９節の負担金、補助及び交付金の中の関所っ子誕生祝

金３６０万円の減額、タクシー料金の助成金の減額、３９４万円でございます。 

続きまして、２２ページをお開きください。 

２款の総務費の統計調査総務費でございます。２１４万２,０００円を減額してお

ります。工業統計調査費につきましては、１万５,０００円の減額でございます。 

次に、３款の民生費、１目の社会福祉総務費でございます。１,２２５万５,００

０円を減額しております。主なものはですね、１３節の移動支援事業委託料の１１

０万５,０００円と、２４ページの繰出金の国民健康保険特別会計繰出金の６８０万

２,０００円等が主なものでございます。 

次の２目の老人福祉費については、６９万５,０００円の減額です。 

３目の養護老人ホーム費については、２３２万円の減額でございます。 

６目の交流センター管理費については、２７万２,０００円の減額です。 

８目の南町民センター費については、９万２,０００円の減額です。 

１１目の総合文化福祉センター費については、２０万円の減額です。 

１２目の介護保険費については、４４７万円の減額でございます。 

これの２６ページの一番上のものが主なものです。介護保険特別会計の繰出金３

８２万７,０００円の減額です。 

次に、地域包括支援センター費では、１万８,０００円の追加です。 

１５目の後期高齢者医療費につきましては、５６万円の減額でございます。 

３款の民生費、児童福祉費でございます。１目の児童福祉総務費１７８万７,００

０円の減額でございます。 

続きまして、２目の児童措置費３４４万９,０００円の減額でございます。主なも

のは、２０節の扶助費、児童手当の３３９万円が主なものでございます。 

３目の保育所費１０９万４,０００円を減額しております。 
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続きまして、２８ページをお開きください。 

１目の保健衛生総務費３０６万９,０００円の減額でございます。 

続きまして、予防費６１８万７,０００円の減額でございます。主なものは、１３

節の予防接種委託料の５６５万６,０００円の減額でございます。 

６目の母子衛生費２５５万３,０００円の減額です。主なものは、１３節の妊婦健

診委託料２３４万円の減額です。 

７目の環境衛生費４５万５,０００円の減額です。 

火葬場管理費３１万４,０００円の増額です。 

保健センター費１２万９,０００円の減額です。 

１０目の健康増進事業費４６２万７,０００円の減額です。 

１３節の委託料、健康診査委託料の３５３万７,０００円の減額が主なものでござ

います。 

次に、４款２項の清掃費でございます。１目の清掃総務費１４８万３,０００円の

減額です。 

次に、塵芥処理費１３万８,０００円の減額でございます。 

次に、４款の衛生費、３項の水道費、１目の専用水道施設費です。これは簡易水

道特別会計への繰出金５万９,０００円の減額でございます。 

５款の農林水産業費、２目の農業総務費８１万７,０００円の減額でございます。 

３目の農業振興費３１万７,０００円の追加でございます。 

１９節の負担金、補助及び交付金、有害鳥獣捕獲補助金、イノシシの捕獲頭数５,
０００円の１３０頭を追加しております。 

次に、４目の農地費です。１億６,０２３万７,０００円を追加しております。こ

れはですね、１３節の委託料１,２００万円、設計委託料でございます。山中堰、中

野堰、大場水中ポンプの設計委託料でございます。 

次に、３１ページの一番上段でございます。 

１５節の工事請負費１億４,４００万円の追加をしております。これは先ほど言い

ました山中堰、中野堰、大場水中ポンプの工事費でございます。 

それから、１９節の４３０万６,０００円の追加は、主に県営土地改良事業負担金

１,０００万円の追加、それから農地・水・環境保全向上対策補助金５５４万９,０
００円の減額、これは決算見込みによって減額するものでございます。 

次に、８目の農業就業改善センター費６万８,０００円の追加でございます。 

９目の農村広場施設費については、３１万４,０００円の減額でございます。 

１１目の畜産業費については２万２,０００円の減額、それから１３目の農業者年

金事業費については１３万５,０００円の減額、１４目の水田農業経営確立対策事業
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費については３万３,０００円の減額、２０目の戸別所得補償経営安定推進業費につ

きましては２６万３,０００円の減額。 

５款の農林水産業費の林業費でございます。１目の林業総務費２万９,０００円の

減額です。 

２目の林業振興費５５万５,０００円の減額です。 

次に、６款の商工費、１目の商工総務費については２５万１,０００円の減額です。 

２目の商工振興費については、これ財源の組み替えをしております。 

３目の観光費については、２４万８,０００円の減額です。 

４目の企業誘致対策費につきましては、１０８万４,０００円の減額でございます。 

６目のふるさとセンター費については１２万８,０００円の減額、１０目の公園管

理費については８９万円の減額です。 

７款の土木総務費８０万６,０００円の減額です。 

続きまして、道路橋梁費の３目の道路新設改良費については５,４９６万３,００

０円の追加でございます。これにつきましては、委託料７,０７９万８,０００円の

追加をしております。主なものはですね、道路点検委託料、道路の路面調査等、ト

ンネルの点検等で７,０００万円の予算を追加しております。 

１５節については、１,９３１万３,０００円の減をしております。 

次の住宅管理費、一番最後の３３ページ、一番下の欄ですけど、１目の住宅管理

費については、１６８万９,０００円を減額しております。 

下水道費については、４５３万９,０００円を追加しております。下水道特別会計

の繰出金でございます。 

続きまして、浄化槽整備推進事業費につきましては、１７７万１,０００円を追加

しております。 

８款の消防費、常備消防費については４万１,０００円の減額、２目の非常備消防

費については７３万円の減額、消防施設費につきましては３１０万８,０００円の減

額でございます。 

いずれも決算見込みで減額しております。 

９款の教育費については４１万１,０００円の減額、教育指導費については３９万

１,０００円の減額。 

９款の教育費、小学校費です。１、学校管理費については５０２万２,０００円の

減額でございます。 

２目の教育振興費については、９７万７,０００円の減額でございます。 

３６ページの中学校費の１目の学校管理費２４３万４,０００円の減額でござい

ます。 



 － 4 2 －

次に、教育振興費につきましては、１３６万９,０００円の減額でございます。 

９款の教育費の社会教育費については、１目の社会教育総務費については１６万

１,０００円の減額、２目の公民館費については５５万２,０００円の減額、６目の

文化財費については７万８,０００円の追加でございます。８目の青少年健全育成費

については５万４,０００円の減額。 

続きまして、保健体育総務費でございます。１６万７,０００円の減額、２目の学

校給食センター費については２３万９,０００円の追加、３目の海洋センター施設費

については５万円の減額でございます。 

最後のページでございます。予備費でございます。４万３,０００円を追加し、１,
０１４万４,０００円としております。 

以上で説明を終わります。ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第２４号議案、平成２４年度南関町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）につきましてご説明を申し上げます。 
予算書の１ページをお願いいたします。 

事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,４５３万７,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億８,４１７万８,０００円と

するものでございます。 

今回の補正につきましては、決算見込みによります補正をお願いするものでござ

います。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項国民健康保険税１７０万８,０００円を減額し、２億

５６２万１,０００円とするものでございます。 

３款１項国庫負担金２,８０１万２,０００円を減額し、２億３,５６３万４,０００

円とするものでございます。 

同じく２項の国庫補助金でございます。１９万７,０００円を増額し、１億３,８
３５万９,０００円とするものでございます。 

４款１項療養給付費等交付金３２２万５,０００円を減額し、１億３８８万１,０
００円とするものでございます。 

５款１項前期高齢者交付金２２万円を減額し、３億２,０２９万４,０００円とす

るものでございます。 

６款１項県負担金でございます。２１万２,０００円を減額し、９４４万４,００

０円とするものでございます。 

７款１項共同事業交付金５,４３１万円を減額し、１億８,２２５万３,０００円と
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するものでございます。 

９款繰入金の１項他会計繰入金でございます。７２１万７,０００円を減額し、７,
９７７万３,０００円とするものでございます。 

同じく２項の基金繰入金でございます。３,０００万円を増額するものでございま

す。 

１１款１項延滞金・加算金及び過料でございます。１００万円を追加し、１３０

万４,０００円とするものでございます。 

同じく３項雑入でございます。８３万円を減額し、２７万３,０００円とするもの

でございます。 

歳入合計で６,４５３万７,０００円を減額し、１４億８,４１７万８,０００円とす

るものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。１款１項総務管理費１３万９,０００円を減額し、４０９万６,
０００円とするものでございます。 

３項運営協議会費１万２,０００円を減額し、１１万６,０００円とするものでご

ざいます。 

２款１項療養諸費３,０３２万円を減額し、８億６,７０６万１,０００円とするも

のでございます。 

２項高額療養費１６１万円を増額し、１億２,４００万円とするものでございます。 

３項助産諸費３３６万円を減額し、５４６万円とするものでございます。 

４項葬祭諸費３４万円を減額し、２６万円とするものでございます。 

３款１項後期高齢者支援金等です。これは財源組み替えでございます。 

同じく６款１項の介護納付金、これにつきましても財源の組み替えでございます。 

７款１項共同事業拠出金２,５０９万３,０００円を減額し、１億８,３０９万７,０
００円とするものでございます。 

８款１項特定健康診査等事業費３１１万５,０００円を減額し、９４３万６,００

０円とするものでございます。 

同じく２項の保健事業費でございます。１４万円を減額し、４８７万９,０００円

とするものでございます。 

１２款予備費でございます。予備費を３６２万８,０００円を減額し、１,２０８

万５,０００円といたしまして、歳出合計の補正額６,４５３万７,０００円を減額し、

１４億８,４１７万８,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。１
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節の医療給付費分現年度課税分１８１万９,０００円を減額するものでございます。 

１款１項２目退職被保険者等の国民健康保険税でございます。１節の医療給付費

分現年度課税分を８７万円減額するものでございます。 

７ページをお願いします。 

３款１項１目療養給付費等負担金、１節の現年度分です。療養給付費の減という

ことで２,７９７万１,０００円を減額するものでございます。主なものといたしま

して、療養給付費等の負担金２,７８２万４,０００円の減額でございます。 

続きまして、４款１項１目療養給付費等交付金でございます。１節の現年度分を

３２２万５,０００円減額するものでございます。 

８ページをお願いいたします。 

７款１項１目高額医療費共同事業交付金でございます。１節の高額療養共同事業

交付金として１,８７２万３,０００円を減額するものでございます。 

続きまして、２目の保険財政共同安定化事業交付金でございます。１節の保険財

政共同安定化事業交付金といたしまして、３,５５８万７,０００円を減額するもの

でございます。 

続きまして、９款１項１目一般会計繰入金でございます。３節の出産育児一時金

の繰入金でございます。一応予定といたしておりました２１名分が実績により１３

名分となったために、その分に要する金額で２２２万７,０００円を減額するもので

ございます。 

４節財政安定化支援事業繰入金、これは実績に伴いまして４２０万７,０００円を

減額するものでございます。 

９ページをお願いいたします。 

９款２項１目基金繰入金でございます。１節の基金繰入金でございます。これに

つきましては、当初予算の歳入見込みが少ないことから、事業の実施を図るために

３,０００万円を増額して実施するものでございます。 

１０ページをお願いいたします。 

歳出でございます。２款１項１目一般被保険者療養給付費でございます。１９節

の負担金として２,８４０万円を減額するものでございます。 

続きまして、３目一般被保険者療養費でございます。１９節負担金といたしまし

て１２８万円を減額するものでございます。 

１１ページになります。 

２款２項２目退職被保険者等高額療養費でございます。高額費の金額の増加とい

うことで、１９節負担金を１４４万円を増額するものでございます。 

続きまして、２款３項２目出産育児一時金、１９節の負担金でございます。これ
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も対象者の減ということで３３６万円を減額するものでございます。 

１２ページをお願いいたします。 

真ん中ほどの７款１項１目高額医療費拠出金でございます。１９節負担金として

３８６万８,０００円を減額するものでございます。 

続きまして、３目保険財政共同安定化事業拠出金でございます。１９節の負担金

として２,１２２万５,０００円を減額するものでございます。これは確定に伴いま

す減額でございます。 

８款１項１目特定健康診査等事業費でございます。１３の委託料でございます。

これは受診者数の減ということで３００万円を減額するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 
○建設課長（大木義隆君） 第２５号議案、平成２４年度南関町公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正は、決算見込みに伴うものでございます。歳入歳出予算の総額からそ

れぞれ７６万５,０００円を減額し、それぞれ総額を２億３,９９７万円とするもの

でございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。２款繰入金は、１項一般会計繰入金を４５３万９,０００円追

加して、１億１,９８０万８,０００円とするものでございます。 

３款諸収入は、３項延滞金に５万円を追加し、１９０万円とするものでございま

す。 

６款分担金は、１項分担金を４９４万円減額して、１５８万６,０００円とするも

のでございます。 

７款使用料及び手数料は、１項使用料を４１万３,０００円減額し、２項手数料を

１,０００円減額して、２,６０７万６,０００円とするものでございます。 

歳入合計を補正前の額から７６万５,０００円減額し、２億３,９９７万円とする

ものでございます。 

３ページ、歳出でございます。 

１款総務費は、１項総務管理費を５５万３,０００円減額して、５,２９３万３,０
００円とするものでございます。 

２款事業費は、１項公共下水道事業費を２１万２,０００円減額して、１億２５８

万９,０００円とするものでございます。 

歳出合計は、補正前の額から７６万５,０００円減額し、２億３,９９７万円とす
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るものでございます。 

４ページをお開きください。 

債務負担行為の補正についての説明でございます。浄化センター維持管理業務委

託について、設計、入札に伴い、契約額に減額が生じましたので、債務負担行為額

についても減額いたします。補正前を３,９３７万５,０００円、補正後を３,９１８

万６,０００円といたしております。 

７ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。一般会計繰入金に４５３万９,０００円を追加、

延滞金に５万円を追加、分担金を４９４万円減額、使用料を４１万３,０００円減額、

この分担金、使用料につきましては、加入者数が計画より少なかったためでござい

ます。手数料は１,０００円減額するものでございます。いずれも決算見込みに伴う

ものでございます。 

８ページは歳出でございます。 

１款総務費については、一般管理費を２万５,０００円減額、普通旅費の２万円の

減額が主な理由でございます。また、浄化センター管理費を５２万８,０００円減額、

主なものとしては委託料の決算見込みによる不用額の減額でございます。 

２款事業費については、公共下水道建設費の２１万２,０００円の減額で、主なも

のとしては委託料の決算見込みによる不用額の減額でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

次に、第２６号議案、平成２４年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正は、主に決算見込みに伴うものでございます。 

歳入歳出の予算の総額からそれぞれ５万９,０００円を減額し、それぞれを４７８

万２,０００円とするものでございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。５款繰入金を５万９,０００円減額して３０５万２,０００円

とし、歳入総額を４７８万２,０００円とするものでございます。 

３ページ、歳出でございます。 

１款総務費を５万９,０００円減額して２７６万円とし、歳出総額を４７８万２,
０００円とするものでございます。 

６ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。一般会計繰入金を５万９,０００円減額するこ

とといたしております。 
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７ページは歳出でございます。 

１款総務費については、一般管理費を５万９,０００円減額することといたしてお

ります。需用費につきましては、消耗品費の２,０００円の増額、委託料につきまし

ては、決算見込みによる不用額を減額するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第２７号議案、平成２４年度南関町介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 
今回につきましては、決算見込みによる補正をお願いするものでございます。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,７６０万７,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億８５１万７,０００円とするものでご

ざいます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。３款１項国庫負担金３４１万９,０００円を減額し、２億１,
３３３万７,０００円とするものでございます。 

同じく、２項国庫補助金２６５万１,０００円を減額し、１億２,１５４万７,００

０円とするものでございます。 

４款１項支払基金交付金でございます。５０１万８,０００円を減額し、３億４,
９９３万２,０００円とするものでございます。 

５款１項県負担金でございます。１９０万９,０００円を減額し、１億７,３４９

万４,０００円とするものでございます。 

同じく、３項県補助金でございます。５３万１,０００円を減額し、２６２万３,
０００円とするものでございます。 

７款１項一般会計繰入金でございます。３８２万７,０００円を減額し、１億６,
６９１万１,０００円とするものでございます。 

９款３項雑入でございます。６,０００円を減額し、３６８万２,０００円とする

ものでございます。 

同じく、４項予防給付費収入でございます。２４万６,０００円を減額し、７４９

万８,０００円とするものでございます。 

歳入合計、補正額１,７６０万７,０００円を減額し、１３億８５１万７,０００円

とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。 
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歳出でございます。１款１項総務管理費４万１,０００円を減額し、１５１万２,
０００円とするものでございます。 

同じく、３項介護認定審査会費１万１,０００円を減額し、１,３５２万９,０００

円とするものでございます。 

２款１項介護サービス等諸費でございます。１,９９１万円を減額し、１０億４,
０６２万７,０００円とするものでございます。 

２項介護予防サービス等諸費３５万８,０００円を減額し、７,７２９万８,０００

円とするものでございます。 

３項その他諸費でございます。４万５,０００円を増額し、１３８万９,０００円

とするものでございます。 

４項高額介護サービス等費でございます。９０万円を増額し、２,５４１万９,０
００円とするものでございます。 

５項の高額医療合算介護サービス等費につきましては、財源の組み替えでござい

ます。 

６項特定入所者介護サービス等費２９２万６,０００円を増額し、４,２１１万４,
０００円とするものでございます。 

４款１項介護予防事業費でございます。９０万５,０００円を減額し、１,６６９

万１,０００円とするものでございます。 

２項包括的支援事業費２０８万６,０００円を減額し、２８６万１,０００円とす

るものでございます。 

３項居宅介護支援事業費でございます。１１９万２,０００円を減額し、７８６万

５,０００円とするものでございます。 

８款１項の予備費でございます。３０２万５,０００円を増額し、７,３１１万７,
０００円といたしまして、歳出合計の補正額が１,７６０万７,０００円を減額し、

１３億８５１万７,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

３款１項１目介護給付費負担金でございます。１節の現年度分を３４１万９,００

０円を減額するものでございます。 

３款２項１目調整交付金でございます。これは給付費の９.７％でございますけれ

ども、給付費の減から１５９万円を減額するものでございます。 

４款１項１目介護給付費交付金でございます。これにつきましても給付費の見込

額の２.９％ということで、給付費の減から４７５万５,０００円を減額するもので

ございます。 

７ページをお願いいたします。 
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７款１項１目介護給付費繰入金でございます。給付見込額の減で、それに対しま

す１２.５％にあたります２０４万９,０００円を減額するものでございます。 

続きまして、４目一般会計繰入金でございます。１節の一般会計繰入金として１

２４万７,０００円を減額するものでございます。これにつきまして、介護関係が５

万２,０００円の減、それから包括の介護の支援事業のほうで１１９万５,０００円

の減額でございます。 

８ページをお願いいたします。 

歳出でございます。下の段の２款１項５目の居宅介護福祉用具購入費でございま

す。利用者の増ということで１９の補助金として２２万４,０００円を増額するもの

でございます。 

９ページになります。 

２款１項６目の居宅介護住宅改修費でございます。１９節補助金として、利用者

の増ということで３７万円を増額するものでございます。 

９目地域密着型介護サービス給付費です。１９の負担金でございます。これにつ

きましては入居者の減、グループホーム小規模多機能関係の利用者の減ということ

で給付費を２,０００万円減額するものでございます。 

１０ページをお願いいたします。 

２款２項４目介護予防住宅改修費でございます。１９節負担金といたしまして、

利用者の増ということで５６万円を増額するものでございます。 

続きまして、７目地域密着型介護予防サービス給付費でございます。１９の負担

金として、これにつきましても当初入所見込みの減ということで１００万円を減額

するものでございます。 

２款４項１目高額介護サービス費でございます。１９負担金といたしまして、高

額費の増ということで９０万円を増額をするものでございます。 

１１ページをお願いいたします。 

２款６項１目特定入所者介護サービス費でございます。１９負担金として特定入

所者の食費、居住費の公費負担分ということで、利用者増で３００万円を増額する

ものでございます。 

１２ページをお願いいたします。 

中ほどになります。４款２項１目介護予防ケアマネージメント事業費でございま

す。１節報酬として、非常勤職員の報酬１年分見込んでおりましたけれども、５カ

月分のみの非常勤職員の報酬ということで１１３万８,０００円を減額するもので

ございます。 

以上でご説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申
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し上げます。 

○議長（本田眞二君） 延寿荘荘長。 

○延寿荘長（福田恵美子君） 第２８号議案、平成２４年度南関町介護サービス事業特

別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 
今回の補正予算につきましては、決算見込みによります歳出歳入の補正でござい

ます。 

１ページをお開きください。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０３万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５,９７７万７,０００円とするものです。 

２ページをお願いします。 

歳入です。１款１項介護給付費収入を６３５万４,０００円追加し、１億６,３１

０万２,０００円とし、同じく３項自己負担金収入を１２５万８,０００円減額し、

２,５３９万５,０００円とするものでございます。 

１０款２項雑入を５万７,０００円減額し、４７万６,０００円とするものでござ

います。補正前の額２億５,４７３万８,０００円に５０３万９,０００円を追加し、

２億５,９７７万７,０００円とするものでございます。 

３ページをお願いします。 

歳出でございます。１款１項施設管理費を１１２万６,０００円減額し１億５,１
４４万円とし、同じく２項研究研修費を８万８,０００円減額し１０万円とするもの

でございます。 

２款１項居宅サービス事業費を１６２万５,０００円減額し８１８万１,０００円

とし、２項施設介護サービス事業費を２２万３,０００円減額し１,７５７万３,００

０円とするものでございます。 

４款１項予備費ですが、予算調整として８１０万１,０００円を追加して８,２４

８万３,０００円とするものでございます。 

補正前の額２億５,４７３万８,０００円に５０３万９,０００円を追加し、歳出合

計を２億５,９７７万７,０００円とするものです。 

６ページをお開きください。 

１款１項１目居宅介護サービス費収入を２９６万円増額しまして、５,４０８万８,
０００円としております。内訳は、訪問介護費収入を１０９万９,０００円増額、通

所介護費収入を３１１万６,０００円増額、短期入所生活介護費収入を１２５万５,
０００円減額しております。 

次の２目施設介護サービス費収入を３３９万４,０００円増額して、１億９０１万

４,０００円としております。 
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次に、１款３項１目の自己負担金収入は１２５万８,０００円減額しまして、２,
５３９万５,０００円としております。内訳は、訪問介護が１２万１,０００円の増

額、通所介護が３４万４,０００円の増額、短期入所が１３万３,０００円の減額、

施設介護が３２万６,０００円の減額、食費自己負担金が１０８万１,０００円の減

額、居住費自己負担金が１８万３,０００円の減額としております。 

７ページの雑入、雇用保険料ですが、５万７,０００円減額しております。 

以上が歳入の補正となります。 

８ページをお願いします。 

歳出の補正は、不用額によります補正となります。１款１項１目一般管理費を１

１２万６,０００円減額しまして、１億５,１４４万円としております。内容としま

して主なものは、７節の賃金を４２万１,０００円減額、８節の報償費を１５万２,
０００円減額となっております。 

次に、研究研修費は８万８,０００円減額しまして１０万円、９ページの居宅介護

サービス事業費は１６２万５,０００円減額しまして８１８万１,０００円、施設介

護サービス事業費は２２万３,０００円減額しまして１,７５７万３,０００円として

おります。 

最後に、予備費につきましては、予算調整として８１０万１,０００円を追加し８,
２４８万３,０００円とするものでございます。 

以上で説明を終らせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしく

お願いします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 
○建設課長（大木義隆君） 第２９号議案、平成２４年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 
１ページをお開きください。 

歳入歳出予算の増額からそれぞれ７３１万２,０００円を減額し、それぞれ総額を

８,２３５万円とするものでございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。１款分担金及び負担金を１２０万３,０００円減額して３９９

万８,０００円とし、２款使用料及び手数料に１２４万９,０００円を追加して２,５
６５万８,０００円とし、４款県支出金に１２万１,０００円を追加して２１３万３,
０００円とし、５款繰入金に１７７万１,０００円を追加して１,９００万４,０００

円とし、７款諸収入に８５万円を追加して８５万２,０００円とし、８款町債を１,
０１０万円減額して１,５６０万円とするものでございます。町債につきましては、

４ページの第２表地方債補正にも計上いたしております。 
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３ページ、歳出につきましては、１款総務費に２７万９,０００円を追加して２,
９２６万１,０００円とし、２款事業費を１,３３８万４,０００円減額し３,３８６万

３,０００円とし、４款予備費に５７９万３,０００円を追加して５９９万３,０００

円とするものでございます。 

３款の公債費は、財源組み替えでございます。 

７ページをお開きください。 

歳入についてのご説明でございます。１款分担金及び負担金につきましては、１

項分担金の受益者分担金を１２０万３,０００円減額いたします。設置者が計画より

も少なかったためでございます。 

２款使用料及び手数料につきましては、１項使用料の浄化槽使用料に１２２万７,
０００円を追加、２項手数料の督促手数料に２万２,０００円を追加いたします。 

４款県支出金につきましては、１項県補助金の浄化槽市町村整備推進事業交付金

に１２万１,０００円を追加いたします。 

５款繰入金につきましては、１項一般会計繰入金に１７７万１,０００円を追加い

たします。 

７款諸収入につきましては、１項延滞金に４万２,０００円を追加し、２項雑入に

８０万８,０００円を追加いたします。雑入は消費税還付金でございます。 

８款町債は、１項町債を１,０１０万円減額いたします。決算見込みに伴うもので

ございます。 

９ページは歳出でございます。 

１項総務費につきましては、一般管理費に２７万９,０００円を追加いたします。

内訳としましては、委託料の３０万円の追加、負担金の２万１,０００円の減額でご

ざいます。 

２款事業費につきましては、浄化槽建設費を１,３３８万４,０００円減額してお

ります。工事請負費の不用額の減額が主なものでございます。 

３款公債費は財源組み替え、４款予備費については５７９万３,０００円を追加い

たしております。これにつきましては、次年度以降の事業費の財源となるものでご

ざいます。 

以上で説明を終ります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第３０号議案、平成２４年度南関町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）についてご説明を申し上げます。 
１ページをお願いいたします。 
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今回の補正につきましては、決算見込額による補正をお願いするところです。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９０万７,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,８１７万５,０００円とするものでございま

す。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項後期高齢者医療保険料です。保険料の増に伴います

１８８万１,０００円を増額し、７,４２７万１,０００円とするものでございます。 

２款１項手数料です。手数料の増で１万７,０００円を増額し、１万９,０００円

とするものでございます。 

３款１項一般会計繰入金でございます。１万７,０００円を減額し、５,３３６万

９,０００円とするものでございます。 

５款諸収入でございます。１項延滞金及び過料です。２万６,０００円を増額し、

２万８,０００円とするものでございます。 

歳入合計１９０万７,０００円を追加し、１億２,８１７万５,０００円とするもの

でございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。１款１項徴収費でございます。これにつきましては、財源の

組み替えでございます。 

２款１項後期高齢者医療広域連合納付金です。歳入で増額した分をそのまま増額

ということで１９０万７,０００円を増額し、１億２,７３９万１,０００円とするも

のでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項２目普通徴収保険料でございます。１節の現年度分

保険料の増で１７０万８,０００円を増額するものでございます。 

２款１項２目督促手数料です。１万７,０００円を増額するものでございます。 

３款１項１目事務費繰入金でございます。１万７,０００円を減額するものでござ

います。 

５款１項１目延滞金でございます。２万６,０００円を増額するものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

歳出でございます。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。

１９節の負担金として国保連合会に負担金として納めます１９０万７,０００円を

増額するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 
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○議長（本田眞二君） 説明の途中でありますが、１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でしたので、これを続行します。 

総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第３１号議案、平成２５年度南関町一般会計予算につきま

してご説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５億８,９４８万１,０００円とする

ものでございます。前年度当初予算４８億８,２７６万８,０００円に対しまして、

７億６７１万３,０００円の増でございます。率としまして１４.５％の増でござい

ます。 

２ページをお開きください。 

町税でございます。１０億４,９５６万７,０００円でございます。前年度と比較

しまして４,１７０万５,０００円の増でございます。 

２款の地方譲与税６,０４０万円でございます。前年度に比べまして１,５５０万

円の減でございます。 

３款の利子割交付金１４０万円です。前年度と比較しまして１２０万円の減でご

ざいます。 

４款の配当割交付金１００万円でございます。前年度６０万円の増でございます。 

５款株式等譲渡所得割交付金２０万円でございます。 

６款の地方消費税交付金９,８９０万円でございます。２,７００万円の減でござ

います。 

７款のゴルフ場利用税交付金１,１４０万円です。 

次に、８款の自動車取得税交付金１,４００万円でございます。１００万円の減で

ございます。 

９款の地方特例交付金１７０万円です。 

１０款の地方交付税１７億５,０００万円、前年度より１億円の減でございます。 

１１款交通安全対策特別交付金１４３万９,０００円でございます。 

１２款分担金及び負担金９,５３７万１,０００円でございます。前年度と比較し

まして１,２２４万３,０００円の減でございます。 

１３款使用料及び手数料１億７,８８２万３,０００円で、前年度６,２１７万４,０
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００円の増でございます。 

１４款国庫支出金６億４,８３１万６,０００円でございます。前年度より１億６,
８０６万５,０００円の増でございます。 

１５款県支出金５億３,０４３万円でございます。前年度と比較しまして２億５,
６３８万２,０００円の増でございます。 

１６款財産収入２２９万５,０００円です。 

１７款寄附金９０万１,０００円でございます。 

１８款繰入金２億７,９０６万２,０００円でございます。前年度と比較しまして

２億７,１８６万２,０００円の増でございます。 

繰越金１億円でございます。前年度と同額でございます。 

２０款諸収入２,９４７万７,０００円でございます。８６２万１,０００円の増で

ございます。 

次に、２１款の町債でございます。７億３,４８０万円でございます。３,７７３

万８,０００円の増でございます。 

歳入合計５５億８,９４８万１,０００円でございます。 

次に、５ページの歳出でございます。 

１款の議会費８,０６１万５,０００円でございます。 

２款総務費６億９,７２７万７,０００円でございます。５,９４２万３,０００円の

増でございます。 

３款民生費１５億９,２３０万３,０００円でございます。前年度と比較しまして

１億６,０８３万２,０００円の増でございます。 

４款衛生費７億５,０３０万２,０００円でございます。前年度と比較しまして３

億２,５７６万５,０００円の増でございます。 

５款農林水産業費２億９,４３１万２,０００円でございます。前年度と比較しま

して５,５４４万２,０００円の増でございます。 

６款商工費７,９６１万５,０００円で、１,３９０万１,０００円の増でございます。 

７款土木費６億９,７７８万７,０００円、６,９６３万４,０００円の増でございま

す。 

８款消防費２億１,０６２万５,０００円です。１,９８２万７,０００円の増でござ

います。 

９款教育費６億３２５万８,０００円、１,０５５万２,０００円の減でございます。 

１０款災害復旧費２,０００円の存目でございます。 

１１款公債費５億７,３７０万円でございます。１,２９９万３,０００円の増でご

ざいます。 
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１２款予備費９６８万５,０００円でございます。 

歳出合計５５億８,９４８万１,０００円でございます。 

７ページは債務負担行為でございます。１から４まであります。ＬＧＷＡＮ機器

賃借料、２番がノートパソコン賃借料、３番が延寿荘事務機器賃借料、４番が保健

センター事務機器賃借料でございます。現額については以上記載のとおりでござい

ます。 

８ページの町債でございます。 

まず、ほ場整備事業で４,０００万円、それから道路橋梁整備事業で２億４,７６

０万円、小学校整備事業で１億８,７９０万円、消防防災設備整備事業で２,２３０

万円、過疎対策ソフト事業で３,７００万円、臨時財政対策債で２億円でございます。 

１１ページをお開きください。 

歳入でございます。１款町税、１項町民税、１目個人です。前年度より３０万円

の増でございます。 

２目の法人、前年度より７７０万円の増でございます。 

固定資産税の１目の固定資産税です。２,４７０万円の増でございます。 

２目の国有資産等市町村交付金及び納付金です。前年度より９万５,０００円の減

でございます。 

次に、１目の軽自動車税でございます。１４０万円の増でございます。 

次に、１２ページをお開きください。 

１目の町たばこ税でございます。８４０万円の増でございます。 

次に、入湯税でございます。７０万円の減でございます。 

次に、１目の地方揮発油譲与税でございます。３４０万円の減でございます。 

１目の自動車重量譲与税につきましては、１,２１０万円の減でございます。 

３款の利子割交付金、１目の利子割交付金につきましては１２０万円の減でござ

います。 

１目の配当割交付金です。６０万円の増額をしております、前年度と比べまして。 

次に、５款の株式等譲渡所得割交付金でございます。１目の株式等譲渡所得割交

付金、同額でございます。 

６款の地方消費税交付金につきましては、２７０万円の減額でございます。 

７款の１目のゴルフ場利用税交付金につきましては、９０万円の減額です。 

８款の自動車取得税交付金につきましては、１００万円の減額でございます。 

９款の地方特例交付金につきましては、６１０万円の減額でございます。 

１４ページをお開きください。 

１０款の地方交付税につきましては、１億円の減額でございます。 
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普通交付税１６億５,０００万円、それから特別交付税１億円を見込んでおります。 

１１款の交通安全対策特別交付金につきましては、２５万１,０００円の減でござ

います。 

総務費分担金につきましては、同額でございます。 

１２款の分担金及び負担金でございます。２目の民生費負担金６６５万９,０００

円の減額でございます。 

３款の衛生費負担金５２万円の減額でございます。 

５款の教育費負担金につきましては３万１,０００円、１目の総務費負担金につき

ましては５０３万３,０００円の廃目をしております。 

それから、１３款の使用料及び手数料でございます。１目の総務使用料、１万円

を増額しております。 

２目の民生使用料については、５,９４３万５,０００円の増額をしております。

これは説明の１節の社会福祉費使用料、総合文化福祉センターの利用料５,８３５万

５,０００円の計上でございます。 

次に、３目の衛生費使用料２０万９,０００円を増額しております。 

４目の農林水産業費１９万１,０００円の増額です。 

５款の土木使用料１９５万３,０００円の増額です。 

教育使用料８万８,０００円の減額でございます。 

１６ページをお開きください。 

１３款の使用料及び手数料でございます。１目の総務手数料９万７,０００円の増

額をしております。 

２款の民生費手数料については同額でございます。 

３款の衛生費手数料については、３７万４,０００円の増額でございます。 

４款の農林水産業費手数料については、７,０００円の減額しております。 

５款の土木費手数料については同額でございます。 

１４款の国庫支出金、１、民生費国庫補助金につきましては、３,１７６万６,０
００円の増額でございます。これはですね、３節の児童福祉費国庫負担金６,６２５

万４,０００円、保育所運営費国庫負担金の増に伴うものです。 

次に、一番最後のところの１４款の国庫支出金、２目の民生費国庫補助金につき

ましては、４２６万円の減額をしております。 

次に、３目の衛生費国庫補助金については、４８９万３,０００円の減額です。こ

れは子宮頸がん等のワクチン接種特例交付金がなくなったためでございます。 

１８ページをお開きください。 

４目の土木費国庫補助金１億３,６９９万２,０００円の増加でございます。これ
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は１節の道路橋梁費国庫補助金２億７,５８６万円、社会資本整備総合交付金でござ

います。 

次に、５目の消防費国庫補助金については、７５０万円を新たに計上しておりま

す。 

６目の教育費国庫補助金につきましては、６４万２,０００円の増でございます。 

１４款の国庫支出金、１目の総務費国庫委託金につきましては、１２万円の減額

です。 

２目の民生費国庫委託金については、１２万３,０００円の増額でございます。 

１５款の県支出金、１目の民生費県負担金につきましては、２,３９２万４,００

０円の増でございます。これは３節の児童福祉費県負担金、保育所運営費県負担金

の増に伴うものでございます。 

続きまして、１５款の県支出金の１目の総務費県補助金１１９万４,０００円の増

額でございます。 

続きまして、２目の民生費県補助金４０５万３,０００円の増額でございます。 

続きまして、２０ページの３目の衛生費県補助金でございます。１億９,８５７万

８,０００円の増額をしております。これは２節の環境対策費県補助金として、２億

円を産業廃棄物処理施設モデル事業交付金として受けるためでございます。 

４目の農林水産業費県補助金２,１０４万円を増額しております。これにつきまし

ては、２１ページの中段の経営体育成支援事業補助金、それから青年就農給付金補

助金等の増額に伴うものでございます。 

それから、２１ページの７目の消防費県補助金については、７５万円の増額でご

ざいます。 

８目の教育費県補助金については、５５９万７,０００円の増額でございます。 

次に、２２ページの県支出金、１目の総務費県委託金で７２７万２,０００円の増

額をしております。これは５節の選挙費県委託金でございます。参議院議員通常選

挙が２５年度予定されておりますので、その金額７１２万１,０００円の計上でござ

います。 

２目の衛生費県委託金については４５万１,０００円の増、３目の農林水産業費県

委託金については６６１万３,０００円の減でございます。 

主なものは、県営土地改良事業換地業務委託金の前年度が７５０万円ありました

のが、本年度８９万２,０００円のためでございます。 

続きまして、２３ページの一番下の欄を見てください。 

１８款繰入金でございます。財政調整基金繰入金、前年度はありませんでしたけ

ど、本年度１億５,０００万円の基金繰り入れを行います。 
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それから、３目のふるさとづくり基金繰入金につきましては、１億９５１万８,
０００円を新たに繰り入れております。ふるさとづくり基金繰入金につきましては、

宅地分譲事業の財源に充てるためのものでございます。 

次に、２４ページをお開きください。 

繰入金の６目の産業振興等奨励基金繰入金でございます。１,２３４万４,０００

円を繰り入れております。 

それから、２５ページの２０款の諸収入でございます。２目の雑入６４６万９,
０００円を増額しております。これは４節の雑入、自動販売機等の設置料３６９万

２,０００円、それから電気等使用料３３６万円、それから入浴用品等販売料６０万

円、これはうから館の雑入でございます。 

それから、２７ページをお開きください。 

町債でございます。１目の農林水産業債３,７３０万円の増額をしております。 

３目の土木債については、５,０６０万円を増額しております。 

４目の教育債については、２,４１０万円の減額です。 

６目の消防債については、７３０万円の増額でございます。 

１１目の臨時財政対策債につきましては、３,５３６万２,０００円の減額でござ

います。 

１２目過疎対策ソフト事業債につきましては、２００万円を増額しているところ

でございます。 

続きまして、２８ページの歳出に移ります。 

１、議会費につきましては、６１万６,０００円の減額でございます。 

２款の総務費一般管理費につきましては、１,８７０万円の減額でございます。前

年の当初と比較しまして減額であったか増額であったかというふうな説明を今現

在しているところでございます。主な点につきましては、特別に説明をしていきま

す。 

３１ページをお開きください。 

２目の文書広報費でございます。４６万５,０００円の減額でございます。 

続きまして、３３ページのですね、６目の財政調整基金２,３０１万２,０００円

を減額しております。これは財政調整基金積立金、それから減債基金の積立金を５

６万９,０００円としたためでございます。 

７目の企画費につきましては、５２１万２,０００円の増額をしております。これ

は３３ページ一番下のところで委託料、調整池汚泥排土業務委託料３４１万７,００

０円等が主な増額のものでございます。 

続きまして、３４ページの１０款の諸費でございます。前年度と比較しまして８
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２２万８,０００円の減額でございます。これは平成２４年度、町民バスを購入して

おった分が２５年度についてはもうなくなったために減額になったものでござい

ます。 

続きまして、３６ページをお開きください。 

１２目の電子計算費でございます。１,１８２万５,０００円の減額でございます。

主な減額につきましては、１３節の委託料の１,５７８万円を計上しておりますけど、

前年度よりも２,４４８万５,０００円の減額になっているところでございます。 

１６目のまちづくり推進事業費につきましては、前年度と比較しまして１億１５

５万円を追加しております。これにつきましては３７ページのですね、１３節の委

託料５７８万６,０００円、測量設計委託料でございます。宅地分譲事業に伴う測量

設計事業でございます。 

それと、１５節の工事請負費３,５９２万円でございます。施設工事費、井戸設計

工事、排水施設の工事等に充てるものです。 

それから、２８節の繰出金６,５８６万８,０００円、宅地分譲事業特別会計への

繰出金でございます。 

続きまして、３８ページの１目の税務総務費でございます。４１２万円の減額で

ございます。 

３９ページにつきましては、２目の賦課徴収費につきましては、２４８万６,００

０円の減額でございます。 

それから、３９ページ、一番下の欄ですけど、１目の戸籍住民基本台帳費につい

ては６３７万９,０００円の増額でございます。主なものは、４０ページの１３節の

委託料、住基ネットシステム保守委託料等でございます。 

それから、１４節使用料及び賃借料の住基ネットシステム機器賃借料、戸籍総合

システムの賃借料でございます。 

４１ページをお開きください。 

選挙管理委員会費でございます。１９４万１,０００円を減額しております。 

それから、３節の参議院議員通常選挙費でございます。７１２万１,０００円を計

上しております。これは参議院選挙の執行経費でございます。 

続きまして、４２ページの５目の町長選挙費、それから４３ページの町議会議員

一般選挙費、それぞれ２５年度選挙執行予定ですので予算を計上しております。 

それから、８節の農業委員会選挙費については、２１８万１,０００円を廃目とし

ているところでございます。 

続きまして、４６ページをお開きください。 

民生費、３款の民生費でございます。１目の社会福祉総務費でございます。３,
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５４０万円を追加しているところです。 

４７ページにですね、１５節の工事請負費、営繕工事２６万５,０００円計上して

おりますけど、これは大原忠霊殿の改修工事でございます。 

それと、４８ページの遺族会施設改修補助金１３７万５,０００円については、遺

族会の忠霊殿の改修に伴う補助金でございます。 

２０節の扶助費につきましては、２億９,９２１万３,００円の予算計上でござい

ます。前年度よりも３,３６５万３,０００円の増でございます。主なものは、障害

者総合支援給付費２億４,００２万５,０００円等でございます。 

４９ページの２目の老人福祉費につきましては、１１５万４,０００円の増でござ

います。 

続きまして、５０ページの養護老人ホームにつきましては、１７６万３,０００円

の増でございます。 

それから、５５ページをお開きください。 

３款の民生費、１１目の総合文化福祉センター費でございます。１億１７０万８,
０００円を追加しております。これは総合文化福祉センターを町直営でするために

要する経費でございます。 

続きまして、飛びまして５８ページ、３款の民生費でございます。１５目の後期

高齢者医療費でございます。１,２１８万８,０００円を追加しております。主なも

のは、１９節の療養給付費負担金の増に伴うものでございます。 

それから、５９ページの民生費、１目の児童福祉総務費でございます。６,７０１

万２,０００円を増額しているところです。これは１９節の負担金、補助及び交付金、

私立保育所運営費負担金の増が主なものでございます。 

それから、４款の衛生費、１目の保健衛生総務費でございます。１,１９０万７,
０００円を増額しているところです。主なものはですね、６２ページの扶助費、こ

ども医療費扶助等の増額に伴って増額したものでございます。 

次は、６５ページをお開きください。 

４款の衛生費の１０目の健康増進事業費でございます。５３２万７,０００円を減

額しております。主なものは１３節の委託料関係で、健康診査委託料の減額等が主

なものでございます。 

続きまして、６６ページをお開きください。 

４款の衛生費、１１目の地域振興対策費でございます。新たに２５年度、３億３,
００９万４,０００円を追加しております。これは産業廃棄物処理施設建設に伴う地

域振興策の経費でございます。主なものは、委託料の１億１,３９５万８,０００円、

１５節の工事請負費４,４２０万円、それから１７節の公有財産購入費の６００万円、



 － 6 2 －

１９節の負担金、補助及び交付金の７,８５６万５,００円、２５節の積立金８,７３

７万１,０００円でございます。 

続きまして、６８ページをお開きください。 

５款の農林水産業費でございます。２目の農業総務費９８４万３,０００円を減額

しております。 

次に、６９ページの農業振興費、３目の農業振興費については、９２万９,０００

円の増額でございます。 

次に、７０ページの４目の農地費でございます。３,３３８万７,０００円を追加

しております。主なものはですね、１９節の中に県営土地改良事業負担金等、それ

から町道改良負担金１,６１７万円等でございます。 

それから、７３ページをお開きください。 

１７目の新幹線渇水対策受託事業で、２５年度、８９４万４,０００円の追加を計

上しております。これは登記委託料の分でございます。 

次に、７４ページをお開きください。 

２０目の戸別所得補償経営安定推進事業費でございます。２５年度、新たに１,
３５８万円を計上しております。これにつきましては、１９節の負担金、補助及び

交付金の１,３００万円、青年就農給付金が主なものでございます。 

それから、７７ページをお開きください。 

６款の商工費でございます。４目の企業誘致対策費でございます。１,１５１万９,
０００円を増額しているところです。主な理由につきましては、７８ページの１９

節の産業振興等奨励金の１,２３４万４,０００円の増に伴うものでございます。 

続きまして、８１ページをお開きください。 

７款の土木費でございます。３目の道路新設改良費４,８４５万８,０００円を増

額しております。主なものは、１５節の工事請負費３億６,１５１万円が主なもので

ございます。工事請負費につきましては、１億１,７７１万円の増となっているとこ

ろでございます、前年度と比較しまして。 

続きまして、８３ページをお開きください。 

７款の土木費の１目の浄化槽整備推進事業費でございます。８６５万６,０００円

の増額をしているところです。 

ちょっと戻りまして、その上ですけど、１目の下水道整備費でございます。１,
０１４万１,０００円の減額、これは下水道特別会計への繰出金を減額しております。 

８款の消防費、１目の常備消防費については、２８２万８,０００円の減額でござ

います。 

２の非常備消防費については、１,２１４万４,０００円の増額でございます。こ
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れはですね、次の８４ページのですね、備品購入費１,３１７万９,０００円を計上

しておりますけど、消防用備品として積載車２台、それから小型ポンプを２台を購

入するのが主な分を計上しているところです。 

８５ページの３目の消防施設費については、８３３万１,０００円を増額しており

ます。防火水槽の建設工事等でございます。 

次に、８８ページをお開きください。 

９款の教育費でございます。１、学校管理費２,９２９万８,０００円を増額して

おります。主なものは、９０ページの工事請負費をご覧ください。２億２,６５１万

２,０００円でございます。施設整備工事でですね、２億１,５５０万円、これは一

小北校舎の耐震改修に伴う工事でございます。 

それから、９１ページのですね、１の学校管理費を見ていただきたいと思います。

中学校費でございます。３,８８４万６,０００円の減でございます。これは前年度、

中学校の体育館の屋根の工事をやっておりましたので、その分を減額したものでご

ざいます。 

９３ページをお開きください。 

２目の教育振興費です。５３７万５,０００円の減額でございます。 

あと、９８ページ、文化財費でございます。９０８万８,０００円を増額しており

ます。これは９９ページの１５節の工事請負費１,１８５万６,０００円の工事請負

費の分でございます。城ノ原官軍墓地の保存修理工事に予算計上しているところで

す。 

それから、１０５ページの１０款の災害復旧費、それから農地災害復旧費、それ

から１０６ページの河川等災害復旧費については存目でございます。 

１０６ページの１１款の公債費でございます。元金では１,７７４万９,０００円

の増の５億８万８,０００円、それから利子分につきましては４７５万６,０００円

の減で７,３６１万２,０００円でございます。 

１２款の予備費については、６万４,０００円の増で９６８万５,０００円でござ

います。 

以上で一般会計の説明を終わります。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第３２号議案、平成２５年度南関町国民健康保

険特別会計予算についてご説明を申し上げます。 
１ページをお願いします。 

事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４億５,４４２万２,０００
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円と定めるものでございます。 

当初予算につきましては、前年度対比いたしまして３.５％の減で編成をいたして

おります。また、歳入減が多く厳しい予算編成になっているところでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項国民健康保険税２億３５０万１,０００円を計上いた

しております。 

２款１項手数料でございます。２０万円を計上いたしております。 

３款１項国庫負担金２億６,１４０万９,０００円を計上いたしております。これ

につきましては、前年度対比０.８％の減でございます。 

２項国庫補助金でございます。１億４,７９１万１,０００円を計上いたししてお

ります。これにつきましては、前年度対比で７.１％の増を見込んでいるところで

ございます。 

４款１項療養給付費等交付金１億９１３万４,０００円を計上いたしております。

前年度対比１.９％の増を見込んでおります。 

５款１項前期高齢者交付金３億１,６５６万３,０００円を計上するものでござい

ます。前年度対比、マイナス１.２％を見込んでいるところでございます。 

６款１項県負担金でございます。１,０６９万７,０００円を計上いたしておりま

す。前年度対比１０.８％の増を見込んでいるところでございます。 

２項県補助金でございます。６,８６５万９,０００円を計上いたしております。

これにつきましては、前年度対比０.６％の減でございます。 

７款１項共同事業交付金でございます。１億９,５６６万７,０００円を計上いた

しております。前年度対比にいたしまして、マイナスの１７.３％というふうに見

込んでおります。 

８款１項財産運用収入でございます。８万９,０００円を計上いたしております。 

９款１項他会計繰入金でございます。７,１９６万２,０００円を計上いたしてお

ります。前年度対比マイナス８％を見込んでおります。 

１０款１項繰越金でございます、６,７１２万６,０００円を計上いたしておりま

す。前年度対比にしまして、マイナス１０.８％を見込んでいるところでございま

す。 

１１款１項延滞金・加算金及び過料でございます。３０万３,０００円を計上いた

しております。 

同じく、３項雑入でございます。１２０万１,０００円を計上いたしております。 

歳入合計で１４億５,４４２万２,０００円を計上いたすところでございます。予

算についても全体的に３.５％の減額の歳入となっております。 
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３ページをお願いします。 

歳出でございます。１款１項総務管理費でございます。４２６万３,０００円を計

上いたしております。前年度対比０.６％の増でございます。 

３項運営協議会費でございます。１２万８,０００円を計上いたしております。前

年度同様でございます。 

２款保険給付費でございます。１項療養諸費８億７,６２１万２,０００円を計上

いたしております。前年度の給付費に対しまして２.４％の減を見込んでいるとこ

ろでございます。 

２項高額療養費でございます。１億２,３５９万円を計上いたしております。昨年

同様と見込んでいるところでございます。 

３款助産諸費でございます。６３０万円を計上いたしております。人数減という

ことで、前年度に対して２８.６％の減というふうに見込んでおります。 

４の葬祭諸費でございます。５０万円を計上いたしております。 

５項移送費でございます。２,０００円を計上いたしております。 

６項出産育児諸費でございます。４,０００円を計上いたしております。 

３款１項後期高齢者支援金等につきましては、１億６,１９３万９,０００円を計

上いたしております。これにつきましては、前年度対比３.２％の増というふうに

見込んでおります。 

４款１項前期高齢者納付金等でございます。９万９,０００円を計上いたしており

ます。 

５款１項老人保健拠出金でございます。これは事務費です。９,０００円を計上い

たしております。 

６款１項介護納付金でございます。７,３４１万６,０００円を計上いたしており

ます。これにつきましては、前年度対比１.５％の増を見込んでいるところでござ

います。 

７款１項共同事業拠出金でございます。１億９,０３２万５,０００円を計上いた

しております。拠出金につきましては、前年度対比８.６％減を見込んでいるとこ

ろでございます。 

８款１項特定健康診査等事業費でございます。１,０１１万４,０００円を計上い

たしております。前年度対比１９.４％の減と見込んでおります。 

それから、２項の保健事業費でございます。４８３万円を計上いたしております。

前年度対比４.１％の減を見込んでいるところでございます。 

９款１項基金積立金でございます。８万９,０００円を計上いたしております。 

１１款１項、４ページになりますけれども、１項償還金及び還付加算金でござい
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ます。６０万２,０００円を計上いたしております。 

１２款１項予備費といたしまして、２００万円を計上いたしまして、歳出合計１

４億５,４４２万２,０００円とするものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。１

節の医療給付費分の現年度課税分でございます。１億２,２７０万６,０００円を見

込んでいるところでございます。対象者は２,８１０名を見込んでおります。 

２節後期高齢者支援金分現年課税分でございます。３,６４５万４,０００円を見

込んでいるところでございます。 

続きまして、２目退職被保険者等国民健康保険税でございます。１節医療給付費

分の現年度課税分でございます。１,７２８万７,０００円を見込んでいるところで

ございます。対象者につきましては、３９０名を対象としているところでございま

す。 

２節後期高齢者支援金分の現年度課税分として、５１１万１,０００円を計上して

いるところでございます。 

８ページをお願いいたします。 

中ほどになります。３款１項１目療養給付費等負担金でございます。１節の現年

度分です。２億５,０７１万１,０００円を見込んでいるところでございます。主な

ものといたしましては、療養給付費等の負担金で１億８,１０５万６,０００円とな

っているところです。これにつきましては、この事業費にかかる定率の国庫負担率

３２％を見込んでいるところでございます。 

続きまして、２目高額医療費共同事業国庫負担金でございます。１節の高額医療

費共同事業国庫負担金として、歳出の４分の１の補助でございます。８２８万５,
０００円を見込んでいるところでございます。 

３款２項１目財政調整交付金でございます。１節の普通調整交付金１億２,０９６

万８,０００円を見込んでいるところでございます。これにつきましては、２３年度

の実績の９％により計上いたしております。 

２節の特別調整交付金でございます。同じ算定によりまして、２,６９４万３,０
００円を計上いたしております。 

続いて、９ページになります。 

４款１項１目療養給付費等交付金でございます。１節の現年度分です。１億９１

３万３,０００円を見込んでいるところでございます。 

５款１項１目前期高齢者交付金でございます。１節現年度分３億１,６５６万２,
０００円を見込んでいるところでございます。これは支払基金からの交付されるも
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のでございます。 

６款１項１目高額医療費共同事業県負担金でございます。１節高額医療費共同事

業県負担金として、歳出の４分の１にあたります８２８万５,０００円を見込んでい

るところでございます。 

続きまして、６款２項１目財政調整交付金でございます。１節の普通調整交付金

です。２３年度の実績により計上させていただいております。６,２５５万円を予定

しているところです。 

２節の特別調整交付金につきましては、６１０万９,０００円を見込んでいるとこ

ろでございます。 

７款１項１目高額医療費共同事業交付金でございます。１節の高額療養共同事業

交付金として３,３１４万３,０００円を計上しているところでございます。 

１０ページをお願いいたします。 

７款１項２目保険財政共同安定化事業交付金でございます。１節保険財政共同安

定化事業交付金として、歳出に対する負担率を算出いたしまして、１億６,２５２万

４,０００円を見込んでいるところでございます。 

９款１項１目一般会計繰入金でございます。１節の保険基盤安定繰入金で、これ

は保険者支援、それと減税に対する繰入金でございます。４,６８６万９,０００円

を計上いたしております。 

２節その他一般会計繰入金でございます。これは事務費に伴う繰入金でございま

す。４１９万１,０００円を計上いたしております。 

３節出産育児一時金繰入金でございます。 

歳出６３０万円に対する３分の２を見込みまして、４２０万円を計上いたしてお

ります。 

４節財政安定化支援事業繰入金でございます。これにつきましては、２４年度の

実績により１,６７０万２,０００円を見込んでいるところでございます。 

１０款１項２目のその他の繰越金でございます。１節のその他の繰越金、一般分

でございます。６,７１２万５,０００円を計上しているところでございます。 

１３ページをお願いします。 

歳出でございます。２款１項１目一般被保険者療養給付費でございます。１９節

負担金としまして、７億８,６８０万円を計上いたしております。対象者として２,
８１０名の２８万円というふうに見込んでいるところでございます。 

２目の退職被保険者等療養給付費でございます。１９節負担金で７,９４５万円を

計上いたしております。３５０人に対する給付費が２２万７,０００円というふうに

見込みを立てているところでございます。 
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２款２項１目一般被保険者高額療養費でございます。１９節負担金として１億１,
３４０万円を計上いたしているところでございます。１カ月当たり９４５万円を見

込みまして、１２カ月分の計上でございます。 

２目の退職被保険者等高額療養費でございます。１９節負担金で９９６万円を計

上いたしております。１月当たり８３万円を見込んでおりまして、１２カ月分でご

ざいます。 

１４ページをお願いいたします。 

中ほどになります。２款３項２目出産育児一時金でございます。１９節負担金と

いたしまして、出産育児の一時金として４２万円の１５名、６３０万円を見込んで

いるところでございます。 

１５ページをお願いいたします。 

中ほどになります。３款１項１目後期高齢者支援金でございます。１９の負担金

として１億６,１９２万７,０００円を計上いたしております。 

１６ページをお願いいたします。 

中ほどになります、６款１項１目介護納付金でございます。１９負担金として７,
３４１万６,０００円を見込んでいるところでございます。１,２５１名を一応対象

といたしております。 

７款１項１目高額医療費拠出金でございます。１９節負担金として３,３１４万４,
０００円を計上いたしております。 

３目保険財政共同安定化事業拠出金でございます。１９節負担金として１億５,
７１８万円を計上いたしているところでございます。 

１７ページをお願いします。 

８款１項１目特定健康診査等事業費でございます。１３節の委託料でございます。

健康診査委託料として９０２万７,０００円を一応主なものといたしまして、全体と

して９２０万円を計上いたしております。対象者につきましては、健診が１,０２０

名、それから保健指導にかかる対象者が７０人と見込んでいるところでございます。 

８款２項１目保健衛生普及費でございます。この中で１３節委託料でございます。

３６０万円を計上をいたしております。主なものといたしまして、健康指導事業で

脳ドック２万３,０００円の１００人を対象に２３０万円を計上いたしているとこ

ろでございます。 

１８ページをお願いいたします。 

１２款１項１目予備費でございます。予備費として２００万円を計上いたしてい

るところでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし
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くお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 説明の途中でありますが、１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０１分 

再開 午後３時１１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でしたので、これを続行します。 

建設課長。 

○建設課長（大木義隆君） 第３３号議案、平成２５年度南関町公共下水道事業特別会

計予算についてご説明申し上げます。 
歳入歳出予算の総額を１億３,２６２万７,０００円とするものでございます。前

年度予算と比べ７,２４２万７,０００円の減となっております。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。２款繰入金が９,７８９万５,０００円、一般会計繰入金でご

ざいます。 

３款諸収入が２,０００円、延滞金でございます。 

６款分担金が６５０万円、加入分担金でございます。 

７款使用料及び手数料が２,８２３万円、使用料手数料でございます。 

なお、管渠工事等が平成２４年度予算で完了の予定ですので、本年度は国庫支出

金、町債は計上しておりません。 

３ページ、歳出でございます。 

１款総務費が５,１４１万円、総務管理費でございます。 

２款事業費が５３０万円、公共下水道事業費でございます。 

３款公債費が７,４９１万７,０００円でございます。 

４款予備費が１００万円でございます。 

６ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。２款繰入金は９,７８９万５,０００円、一般

会計繰入金で前年度より１,０１４万１,０００円の減額でございます。 

３款諸収入は、延滞金が２,０００円で、前年度と同額でございます。 

６款分担金は６５０万円、受益者分担金で、前年度より２万６,０００円の減でご

ざいます。 

７款使用料及び手数料は、総務費使用料が２,８０６万８,０００円で、前年度よ

り１７４万円の増、総務費手数料が１６万２,０００円、工事店指定登録手数料など
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で前年度と同額でございます。 

なお、１款国庫支出金、４款町債は、廃款といたします。 

８ページは、歳出についての説明でございます。 

１款総務費は、１目一般管理費が２６２万８,０００円で、前年度より２０５万４,
０００円の増額でございます。主なものは、２７節公課費で消費税追加納税分とし

て２００万円を計上いたしております。 

２目浄化センター管理費が４,８７８万２,０００円で、前年度より３９万９,００

０円の減でございます。主なものとしては、１１節需用費の光熱水費５３８万８,
０００円、１３節委託料の３,９１８万６,０００円でございます。 

２款事業費は、公共下水道建設費の５３０万円で、前年度より６,５５５万１,０
００円の減額でございます。 

１５節工事請負費を公共ますの設置等で３０万円といたしております。 

また、給料、扶養手当、期末勤勉手当につきましては、前年度まで６カ月分を予

算計上しておりましたが、今年度から１２カ月分を計上するものといたしておりま

す。 

３款公債費は、元金償還金が５,９２６万６,０００円で、前年度より７４１万７,
０００円の減額、利子償還金が１,５６５万１,０００円で、前年度より１１１万４,
０００円の減でございます。 

最後に、４款予備費が１００万円、前年度と同額でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

次に、第３４号議案、平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計予算についてご

説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額を５８６万５,０００円とするものでございます。前年度予算

と比べ１０６万８,０００円の増額となっております。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。２款使用料及び手数料が１７２万９,０００円、使用料手数料

でございます。 

５款繰入金が４１３万５,０００円、一般会計繰入金でございます。 

６款諸収入が１,０００円、延滞金、加算金及び過料でございます。 

３ページ、歳出でございます。 

１款総務費が３８４万３,０００円、総務管理費でございます。 

３款公債費が１８２万２,０００円でございます。 

４款予備費が２０万円でございます。 



 － 7 1 －

６ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。２款使用料及び手数料は、簡易水道使用料が

１７２万８,０００円、簡易水道手数料が１,０００円で、前年度と同額でございま

す。 

５款繰入金４１３万５,０００円は一般会計繰入金で、前年度より１０６万８,０
００円の増でございます。 

６款諸収入１,０００円は延滞金で、前年度と同額でございます。 

７ページからは、歳出についての説明でございます。 

１款総務費は、一般管理費が３８４万３,０００円、前年度より１０６万８,００

０円の増額でございます。 

給料、扶養手当、期末勤勉手当につきましては、昨年度まで２カ月分を予算計上

いたしておりましたが、今年度から３カ月分を計上するものといたしております。 

３款公債費は、元金償還金が１１８万５,０００円、前年度より３万９,０００円

の増、利子償還金が６３万７,０００円、前年度より３万９,０００円の減でござい

ます。 

最後に、４款予備費が２０万円、前年度と同額でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第３５号議案、平成２５年度南関町介護保険事

業特別会計予算につきまして説明を申し上げます。 
１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１２億７,８８９万９,０００円と定める

ものでございます。金額につきましては、前年度当初に対し１％の増の予算編成を

行っているところでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項介護保険料１億８,８０１万２,０００円とするもの

でございます。前年度に対して２.８％の増を見込んでいるところでございます。 

２款１項手数料です。５,０００円を計上いたしております。 

同じく、２項使用料です。１７万７,０００円を計上いたしております。 

３款１項国庫負担金でございます。２億１,６６７万１,０００円を計上いたして

おります。前年度同様を見込んでいるところです。 

２項国庫補助金でございます。１億２,５２３万４,０００円を計上いたしており

ます。前年度に対しまして９.４％の増と見込んでいるところでございます。 
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４款１項支払基金交付金でございます。３億５,７９５万６,０００円を計上いた

しております。前年度の予算に対して０.８％の増を見込んでいるところでござい

ます。 

５款１項県負担金でございます。１億７,６７５万４,０００円を計上いたしてお

ります。前年度対比０.７％の増を見込んでいるところです。 

３項県補助金でございます。３９０万５,０００円を計上いたしております。 

続きまして、６款１項財産運用収入でございます。２万６,０００円を計上いたし

ております。 

７款１項一般会計繰入金でございます。１億７,２７５万６,０００円を計上いた

しております。前年度に対しまして１.１％の増としています。 

２項基金繰入金でございます。１,０００万円を計上いたしております。 

８款１項の繰越金でございます。２,０００万円を計上いたしております。 

９款１項延滞金、加算金及び過料でございます。３,０００円を計上いたしており

ます。 

３項雑入でございます。５万２,０００円を計上いたしております。 

４項予防給付費収入でございます。７３４万８,０００円を計上いたしております。 

歳入合計といたしまして、１２億７,８８９万９,０００円とするものでございま

す。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。１款１項総務管理費として１６５万３,０００円を計上いたし

ております。 

２項徴収費でございます。５０万４,０００円を計上いたしております。 

３項介護認定審査会費１,４３６万９,０００円を計上いたしております。昨年に

対しまして６.２％の増となっているところでございます。 

２款１項介護サービス等諸費１０億６,０９９万２,０００円を見込んでいるとこ

ろでございます。サービス等諸費については、昨年同様を見込んでおります。 

２項介護予防サービス等諸費７,７３５万２,０００円を計上いたしております。

これにつきましては、前年度対比０.３％の減と見込んでいるところでございます。 

３項その他諸費でございます。１３８万円を計上いたしております。 

４項高額介護サービス等費です。２,５６９万２,０００円を計上いたしておりま

す。前年度対比の４.７％の増と見込んでいるところでございます。 

５項高額医療合算介護サービス等費でございます。３４０万円を計上いたしてお

ります。昨年同様でございます。 

６項特定入所者介護サービス等費４,１７２万４,０００円を見込んでいるところ
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です。前年度対比６.４％の増となっております。 

４款１項介護予防事業費でございます。２,３９７万３,０００円を計上いたして

おります。これにつきましては前年度対比、大幅な増ということで４０.４％を見

込んでいるところでございます。 

２項包括的支援事業費４６６万７,０００円を計上いたしております。これにつき

ましては、前年度対比５.６％の減と見込んでいるところです。 

３項居宅介護支援事業費でございます。８８０万３,０００円を計上いたしており

ます。これにつきましても前年度対比２.３％の減と予想しているところでござい

ます。 

５款１項基金積立金です。２万６,０００円を計上いたしております。 

６款１項償還金及び還付加算金でございます。４万１,０００円を計上いたしてお

ります。 

８款１項予備費です。予算調整として１,４３２万３,０００円、前年度対比１３.

７％増で、歳出合計１２億７,８８９万９,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者保険料でございます。１節の特

別徴収につきましては、１億７,３０７万２,０００円を見込んでいるところでござ

います。対象者として３,２７１名を見込んでおります。 

２節普通徴収でございます。１,４８４万円を見込んでいるところです。対象者と

いたしましては、２７２名を対象としているところでございます。 

３款１項１目介護給付費負担金でございます。１節の現年度分で２億１,６６７万

１,０００円を見込んでいるところでございます。 

３款２項１目調整交付金です。１節の調整交付金、給付額の９.７％を見込み、１

億１,７４２万２,０００円を計上いたしております。 

５目介護予防事業費交付金でございます。１節の介護予防事業交付金です。事業

費に対して２５％を見込みまして、５９４万９,０００円を計上いたしております。 

７ページをお願いいたします。 

４款１項１目介護給付費交付金でございます。１節の現年度分です。これにつき

ましても給付費の２９％を見込みまして、３億５,１０５万６,０００円を計上いた

しております。 

２目の介護予防事業費交付金でございます。１節の現年度分です。これにつきま

しても給付費の２９％を見込みまして、６９０万円を計上しているところでござい

ます。 

５款１項１目介護給付費負担金でございます。１節の現年度分です。１億７,６７
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５万４,０００円を見込んでいるところでございます。 

８ページをお願いいたします。 

７款１項１目介護給付費繰入金でございます。１節の介護給付費繰入金、給付費

の１２.５％を見込みまして、１億５,１３１万７,０００円を見込んでいるところで

ございます。 

４目一般会計繰入金でございます。１節の一般会計繰入金として１,７５３万４,
０００円を見込んでいるところでございます。 

７款２項２目介護給付費準備基金繰入金でございます。１節の介護給付費準備基

金繰入金として１,０００万円を計上いたしております。 

８款１項１目繰越金でございます。１節の繰越金として２,０００万円を計上をい

たしております。 

９ページをお願いいたします。 

９款１項１目予防給付費収入でございます。１節の予防給付費収入といたしまし

て７３４万８,０００円を見込んでいるところでございます。計画費に要します収入

で、継続が１４０件、新規が５件というふうに見込みを立てて計上いたしておると

ころでございます。 

１１ページをお願いいたします。 

歳出でございます。中段ほどになります。２款１項１目居宅介護サービス給付費

でございます。１９節負担金といたしまして３億７,７１０万円を計上いたしており

ます。１月の給付費を３,１４２万５,０００円と見込んでいるところでございます。 

３目施設介護サービス給付費でございます。１９節負担金でございます。４億６,
６８９万６,０００円を計上いたしております。１月当たり給付額を３,８９０万８,
０００円と見込んでいるところでございます。 

１２ページをお願いいたします。 

２款１項７目居宅介護サービス計画給付費でございます。１９の負担金です。４,
６８１万２,０００円を計上いたしております。１月当たり３９０万１,０００円を

見込んでいるところでございます。 

９目地域密着型介護サービス給付費でございます。１９負担金でございます。１

億６,３２０万円を計上いたしております。１月当たり１,３６０万円を見込んでい

るところでございます。 

１３ページをお願いいたします。 

２款２項１目介護予防サービス給付費でございます。１９節負担金でございます。

５,８９４万４,０００円を計上いたしております。１月当たり４９１万２,０００円

を見込んでいるところでございます。 
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５目介護予防サービス計画給付費でございます。１９節負担金でございます。７

５６万円を計上をいたしております。１月当たり６３万円を見込んでいるところで

ございます。 

７目地域密着型介護予防サービス給付費でございます。１９負担金でございます。

６２２万８,０００円を計上いたしております。１月当たり５１万９,０００円を見

込んでいるところでございます。 

１４ページをお願いいたします。 

２款４項１目高額介護サービス費でございます。１９節の負担金でございます。

２,５６３万２,０００円を計上いたしております。１月当たり２１３万６,０００円

を見込んでいるところでございます。 

２款６項１目特定入所者介護サービス費でございます。１９節負担金でございま

す。４,１６４万円を計上いたしております。１月当たり３４７万円を見込んでいる

ところでございます。 

１５ページをお願いいたします。中ほどになります。 

４款１項１目介護予防特定高齢者施策事業費でございます。この中で１３節委託

料でございます。委託料として１０７万２,０００円を計上いたしているところでご

ざいます。主なものといたしまして、介護予防教室委託料８３万２,０００円を計上

いたしているところでございます。 

続きまして、２目の介護予防一般高齢者施策事業費でございます。 

１６ページになります。 

１３節委託料でございます。１,９５５万１,０００円を計上いたしております。

主なものといたしまして、体力アップ教室の委託料、３３教室分の委託料でござい

ます。１,７５４万円を計上をいたしております。 

続きまして、１８節備品購入費でございます。１００万９,０００円を計上いたし

ております。これにつきましては、調査員さんの調査における車の購入でございま

す。平成１２年当初から購入いたしまして、年数及び距離数も増しておりますので、

今回お願いするところでございます。 

１７ページをお願いいたします。 

４款３項１目居宅介護支援事業費でございます。１節の報酬として、非常勤職員

報酬で５４４万４,０００円を計上するものでございます。これは３名分の非常勤職

員の報酬でございます。 

１９ページをお願いいたします。 

８款１項予備費でございます。予算調整として、予備費として１,４３２万３,０
００円を計上するものでございます。 
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以上で説明を終らせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 延寿荘荘長。 

○延寿荘長（福田恵美子君） それでは、第３６号議案、平成２５年度南関町介護サー

ヒス事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 
予算書の１ページをお願いします。 

歳入歳出の総額を２億５,４９４万８,０００円とするものでございます。 

前年度予算と比べ２,１０１万２,０００円、１.０９％の増額となっております。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。１款１項介護給付費収入が１億６,８２８万８,０００円、同

じく３項自己負担金収入が２,６１７万８,０００円で、合わせまして１億９,４４６

万６,０００円を計上しております。前年度比１,１０６万５,０００円の増額を見込

んでおります。 

９款１項繰越金が６,０００万円、１０款２項の雑入として４８万１,０００円で、

歳入合計２億５,４９４万８,０００円を予算計上しております。 

続きまして、歳出でございます。 

３ページをお願いします。 

１款１項施設管理費１億６,１９７万５,０００円、２項研究研修費１５万７,００

０円の計上です。 

２款１項居宅介護サービス事業費６２４万９,０００円、２項施設介護サービス事

業費２,０９５万１,０００円、４款１項予備費は６,５６１万６,０００円で、歳出合

計２億５,４９４万８,０００円を計上しております。 

４ページをお願いします。 

第２表の債務負担行為でございます。事務機器賃借料、これはコピー機です。３

４万３,０００円の債務負担を行っております。 

次に、歳入の内訳をご説明申し上げます。 

７ページをお願いします。 

１款１項１目居宅介護サービス費収入として５,７４２万円を計上しております。

その内訳は、訪問介護費が１,４４３万３,０００円、通所介護費３,８００万２,００

０円、短期入所生活介護費４９８万５,０００円となっております。 

次に、２目施設介護サービス費収入として１億１,０８６万８,０００円を計上し

ております。 

自己負担金収入ですが、２,６１７万８,０００円を計上しております。 

８ページをお願いします。 
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９款繰越金は６,０００万円、雑入として４８万１,０００円を計上しております。 

続きまして、歳出のほうをご説明いたします。 

９ページをお願いします。 

１款１項１目一般管理費１億６,１９７万５,０００円、前年度より８９４万６,０
００円の増額となっております。主なものとしまして、７節の賃金です。臨時職員

の賃金ですが、５,０３３万８,０００円です。 

次のページになりまして、委託料、これが１,３８１万９,０００円を計上してお

ります。主なものとして、介護業務委託料として１,１３３万６,０００円を計上し

ております。 

同じく、１８節の備品購入費です。施設用備品といたしまして、草刈り機、それ

から食器乾燥保管庫等を予定しております。７１万１,０００円です。 

１款２項１目の研究研修費として１５万７,０００円を計上しております。 

２款１項１目居宅サービス事業費として６２４万９,０００円を計上しています。

昨年度、備品の購入がありまして、３５５万７,０００円の減額となっております。

主なものとして、１１節の需用費の賄材料費ですが、これが１８２万２,０００円で

す。 

次のページになります。２款２項１目施設介護サービス事業費です。主なものと

して、１１節の需用費、賄材料費が８５４万１,０００円を計上しております。 

それから、同じく１８節の備品購入費ですが、２６３万６,０００円を計上してお

ります。これはベッド、それから車椅子用対応の体重計、リクライニング車椅子、

それからオーバーテーブル等を予定しております。それから、自動車は車椅子対応

の軽自動車を予定しております。 

４款１項１目の予備費ですが、６,５６１万６,０００円を計上しております。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 
○建設課長（大木義隆君） 第３７号議案、平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。 
歳入歳出予算の総額を９,９５１万８,０００円とするものでございます。前年度

予算と比べ１,０５９万５,０００円の増額となっております。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。１款分担金及び負担金が５２０万１,０００円、分担金負担金

でございます。 

２款使用料及び手数料が２,６５４万５,０００円、使用料手数料でございます。 
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３款国庫支出金が１,５１２万円、国庫補助金でございます。 

４款県支出金が１８１万５,０００円、県補助金でございます。 

５款繰入金が２,５１３万４,０００円、一般会計繰入金でございます。 

６款繰越金が１,０００円でございます。 

７款諸収入が２,０００円、延滞金雑入でございます。 

８款町債が２,５７０万円、この町債の限度額につきましては４ページの第４表に

もあるとおりでございます。 

３ページ、歳出でございます。 

１款総務費が３,１２６万６,０００円、総務管理費でございます。 

２款事業費が５,３３６万２,０００円、浄化槽整備推進事業費でございます。 

３款公債費が１,４６９万円でございます。 

４款予備費が２０万円でございます。 

７ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。 

１款分担金及び負担金は、総務費分担金が５２０万円、受益者分担金でございま

す。また、総務費負担金が１,０００円、増高経費負担金でございます。ともに前年

度と同額でございます。 

２款使用料及び手数料は、浄化槽使用料が２,６５４万４,０００円で、前年度よ

り２１３万６,０００円の増、浄化槽手数料が１,０００円、督促手数料でございま

す。これにつきましては前年度と同額でございます。 

３款国庫支出金は１,５１２万円、浄化槽整備推進事業国庫補助金で、前年度と同

額でございます。 

４款県支出金は１８１万５,０００円、浄化槽整備推進事業費県補助金で、前年度

より１９万７,０００円の減でございます。 

５款繰入金は２,５１３万４,０００円、一般会計繰入金で、前年度よりも８６５

万６,０００円の増でございます。 

６款繰越金は１,０００円で、前年度と同額でございます。 

７款諸収入は、延滞金１,０００円、雑入１,０００円で、ともに前年度と同額で

ございます。 

８款町債は２,５７０万円、公共下水道債で、前年度と同額でございます。 

１０ページからは、歳出についての説明でございます。 

１款総務費は３,１２６万６,０００円、一般管理費で、前年度より３０１万８,０
００円の増でございます。主なものとしましては、需用費１３１万５,０００円、役

務費２２９万２,０００円、委託料２,７５４万７,０００円でございます。 
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２款事業費は、浄化槽建設費で５,３３６万２,０００円、前年度より６１２万円

の増でございます。 

工事請負費は前年度と同額の４,５３６万円、また給料、扶養手当、期末勤勉手当

につきましては、前年度まで３カ月分を予算計上いたしておりましたが、本年度か

ら１２カ月分を計上するものといたしております。 

３款公債費は、元金償還金が１,１０９万円で、前年度より１４７万８,０００円

の増、利子償還金が３６０万円で、前年度より２万１,０００円の減額でございます。 

４款予備費は２０万円で、前年度と同額でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） それでは、第３８号議案、平成２５年度南関町後期高齢者

医療特別会計予算についてご説明を申し上げます。 
１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２,８７１万３,０００円と定める

ものでございます。この金額につきましては、前年度対比１.９％の増による予算

編成を行っているところでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項後期高齢者医療保険料でございます。７,４０６万５,
０００円を計上いたしております。前年度対比２.３％の増を見込んでいるところ

でございます。 

２款１項手数料です。２,０００円を計上いたしております。 

３款１項一般会計繰入金でございます。５,４５４万１,０００円を計上いたして

おります。前年度に対しまして１.３％の増をみこんでいるところでございます。 

４款１項繰越金でございます。１,０００円を計上いたしております。 

５款諸収入でございます。１項延滞金及び過料でございます。２,０００円を計上

いたしております。 

２項償還金及び還付加算金でございます。１０万１,０００円を計上いたしており

ます。 

４項雑入として１,０００円を計上いたすものでございます。 

歳入合計１億２,８７１万３,０００円とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

１款２項徴収費でございます。３５万９,０００円を計上いたしております。 
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２款１項後期高齢者医療広域連合納付金でございます。１億２,８１５万３,００

０円を計上いたしております。昨年対比１.９％の増となっているところでござい

ます。 

３款１項償還金及び還付加算金でございます。１０万１,０００円を計上いたして

おります。 

４款１項予備費として、予算調整といたしまして１０万円を計上し、歳出合計額

１億２,８７１万３,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項１目特別徴収保険料でございます。１節の現年度分

です。５,５３２万６,０００円を見込んでいるところでございます。 

２目普通徴収保険料でございます。１節の現年度分です。１,８７３万８,０００

円を見込んでいるところでございます。対象者といたしましては、後期高齢者の保

険者数２,２３７人を見込んでいるところでございます。 

続きまして、３款１項２目保険基盤安定繰入金でございます。１節の保険基盤安

定繰入金として５,４０８万９,０００円を計上いたしているところでございます。 

８ページをお願いいたします。 

歳出でございます。真ん中ほどになります。２款１項１目後期高齢者医療広域連

合納付金でございます。１９節負担金といたしまして、１億２,８１５万３,０００

円を計上いたしております。その中で保険料の負担が７,４０６万４,０００円、基

盤安定負担金として５,４０８万９,０００円を支出するものでございます。 

以上で説明を終らせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（佐藤安彦君） それでは、第３９号議案、平成２５年度南関町

宅地分譲事業特別会計予算についてご説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それぞれ６,５８６万８,０００円と定めるもの

でございます。 

２ページをご覧ください。 

まず、歳入につきましては、２款１項の一般会計繰入金として６,５８６万８,０
００円を計上するものであります。 

歳出につきましては、１款１項宅地分譲事業費として６,５８６万８,０００円を

計上するものであります。 

６ページをご覧ください。 
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歳入につきましては、一般会計繰入金として６,５８６万８,０００円を計上して

おりまして、７ページの歳出につきましては、１款１項１目宅地分譲事業費を６,
５８６万８,０００円を計上しております。主なものとしましては、１２節の役務費、

これはですね、福岡市地下鉄広告料ということで２２万９,０００円を計上しており

ます。 

それと、１３節委託料、造成の測量設計委託料３４２万３,０００円を計上してお

ります。 

１５節工事請負費としましては、造成工事施設整備工事費として４,８１９万５,
０００円を計上しております。 

１７節公有財産購入費としまして７０４万３,０００円、２２節補償、補填及び賠

償金としまして、建物、立木補償費として６２３万８,０００円を計上しており、歳

出合計を６,５８６万８,０００円とするものであります。 

以上で説明を終わります、ご審議の上、ご承認を賜りますようお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 
○建設課長（大木義隆君） 第４０号議案、町道の路線認定についてご説明申し上げま

す。 
提案理由は、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を経る必要があるた

めでございます。 

路線の認定につきましては、道路法第８条第１項の規定に基づき提案いたすもの

でございます。 

今回提案いたします前原南線は、起点を大字関東字元清１０３７番地１地先、終

点を同字１０３３番１地先とし、県道玉名八女線と町道前原線を結ぶ、延長が８０

メートル、幅員が５メートルの道路でございます。 

前原線から現在の県道へ出る交差点と、現在の県道と新しい県道との交差点が近

接しており、通行の安全を考慮して、町道前原線から直接県道へ出ることができる

道路として整備するために認定に付すものでございます。 

この町道整備によって、県道と前原笛鹿地区の通行が円滑になり、利便性が向上

するものと考えております。 

以上で、町道の路線認定について説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 説明の途中ですが、ここで１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時５３分 

再開 午後４時０３分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でありましたので、これを続行します。 

総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第４１号議案、定住自立圏形成協定の締結についてご説明

いたします。 
提案理由は、定住自立圏形成協定を大牟田市と締結するにあたり、地方自治法第

９６条第２項の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例第２条第１号

の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

なお、契約の相手方であります大牟田市においては、２月定例議会に同文を提案

しているところでございます。 

それでは、次のページの定住自立圏形成協定書を開いてください。 

まず、第１条に目的を規定しております。大牟田市及び南関町の区域全体の住民

福祉の向上及び地域振興を図るため、定住自立圏を形成することを目的とすると第

１条に定めております。 

第２条が基本方針でございます。相互に役割を分担し、協調及び連携を図り、共

同し、または補完し合うこととしております。 

第３条に連携する政策の分野等を規定しております。括弧の１号です。生活機能

の強化に係る政策分野、別表第１でございます。２号が結びつきやネットワークの

強化に係る政策分野、別表第２でございます。３号が圏域マネージメント能力の強

化にかかる政策分野、別表第３でございます。 

第４条に事務執行及び費用負担を規定しております。２項に人員の確保及び費用

の負担は、相互の受益の程度を勘案し、その都度、甲乙協議の上定めるものとして

おります。 

第５条が協定の変更でございます。この協定を変更しようとするときは、あらか

じめ甲及び乙、南関町、大牟田市の議会の議決を経た上でこれを定めるものとして

おります。 

第６条が協定の廃止でございます。これも第５条と同様に、あらかじめ大牟田市、

南関町の議会の議決を経た上でその旨を他方に通告するものとしております。 

次のページをご覧ください。 

第７条に協議を定めております。この協定に定める事項について疑義が生じたと

きは、甲乙協議のうえ定めるものと規定しております。 

次に、別表第１（第３条関係）を説明します。生活機能の強化に係る政策分野、

１の福祉関係につきましては高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークの構築でございま
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す。２の教育・文化につきましては圏域内の図書館の相互利用、３の産業振興につ

きましては重要港湾三池港を活用した産業の振興でございます。 

次のページの産業の振興の中での２番目です。中小企業の振興、それから民間人

材の育成、雇用の促進、鳥獣害防止対策、それから別表第２の第３条関係、結びつ

きやネットワークの強化に係る政策分野でございます。１、地域公共交通、地域公

共交通の維持確保及び整備促進、２、道路等の交通インフラの整備、道路整備の促

進、３、圏域内外の住民との交流及び移住の促進でございます。地域資源をいかし

た圏域内外の交流でございます。 

次に、戦略的な広域観光の振興、その他としまして、安心・安全情報システムの

構築、それから圏域マネージメント能力の強化に係る政策分野でございます。１、

宣言中心地等における人材の育成、圏域における人材の育成でございます。２、圏

域内職員の交流、圏域における人材の交流を掲げているところでございます。 

以上説明し、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 以上で、一括上程議案の提案理由の説明を終了します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
 日程第４６ 議案第４２号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 

○議長（本田眞二君） 日程第４６、議案第４２号、熊本県市町村総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてを議題にします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第４２号議案、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてご説明申し上げます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２５年３月３１日限りで熊本県

市町村総合事務組合から益城町及び御船町中小学校組合及び川辺川総合土地改良

事業組合を脱退させ、熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更する

ものでございます。 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。熊本県市町村総合事務組

合の規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のように

変更するものでございます。 

別表第１、別表第２第３条第１号に関する事務の項及び別表第２第３条第９号に

関する事務の項中「、益城町及び御船町中小学校組合」及び「、川辺川総合土地改

良事業組合」を削る。 

附則として、この規約は平成２５年４月１日から施行するということになってお

ります。 
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解散の理由を説明します。まず、益城町及び御船中小学校組合は、益城町と御船

町を構成する団体として昭和３１年１０月に設立されましたが、地区の過疎化や少

子化に伴い、児童生徒数が減少し、平成２３年度からは中学校が休校に、平成２４

年度は小学生７人の在籍という状況である。さらに、学校施設の老朽化に伴い、校

舎の建て替え等を要するが、この地域が県の地すべり対策事業の指定を受けている

ことから、構成団体等において検討を重ねた結果、組合を解散した上で構成団体の

それぞれの学校に統合するとの判断にいたったためでございます。 

次に、川辺川総合土地改良事業組合、人吉市、錦町、多良木町、相良村、山江村

及びあさぎり町を構成団体として、昭和４７年に設立された一部事務組合でありま

すが、土地改良事業に関する国・県からの委託業務を完了し、平成２５年３月３１

日をもって組合職員も不在となる状況でございます。こうした状況を踏まえ、構成

市町村と協議を重ねた結果、当組合を解散することにしたというのが理由でござい

ます。 

以上、説明しまして、一部変更についての説明を終わります。ご承認賜りますよ

うよろしくお願いします。 

○議長（本田眞二君） ただ今から質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

ただ今から討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４２号を採決します 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 異議なしと認めます。 

従って、議案第４２号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
○議長（本田眞二君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

なお、来週１１日は、午前１０時に本会議場にご参集ください。 
本日はこれにて散会します。起立、礼、お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
散会 午後４時１３分 


